
 

 

米沢市新総合計画 基本計画（案） 

 

第１章 挑戦し続ける活力ある産業のまちづくり（1ｐ） 
施策１－１ 活力ある商工業の振興 
施策１－２ 自然と文化、歴史を活かす観光の振興 
施策１－３ 消費者や時代のニーズにあった農林業の振興 
施策１－４ 安定した雇用の促進と働きやすい環境づくりの推進 
 

第２章 郷土を創る人材が育つ、教育と文化のまちづくり（12ｐ） 
施策２－１ 生涯にわたり学べる環境づくりの推進 
施策２－２ 子どもたちが健やかに成長する環境づくりの推進 
施策２－３ 誰もがスポーツに親しめる環境づくりの推進 
施策２－４ 郷土の歴史を継承し、芸術文化を充実するまちづくりの推進 
施策２－５ 多様な文化とつながり、交流するまちづくりの推進 
施策２－６ 大学と連携した学園都市の推進 
 

第３章 自然と都市の魅力が調和し、賑わいと交流を促すまちづくり（25ｐ） 
施策３－１ 快適で住みよい住環境づくりの推進 
施策３－２ 秩序ある土地利用と景観形成の推進 
施策３－３ 利便性の高い道路・交通網の整備 
施策３－４ 安全な水の供給と水環境保全の推進 
施策３－５ 様々な情報とつながる環境づくりの推進 
施策３－６ 環境にやさしいまちづくりの推進 
 

第４章 子育てと健康長寿を支えるまちづくり（37ｐ） 
施策４－１ 誰もが元気で健やかに暮らすまちづくりの推進 
施策４－２ 安心して生み育てることができるまちづくりの推進 
施策４－３ 生きがいを持って高齢期を過ごす長寿のまちづくりの推進 
施策４－４ 誰もが自立を目指せる環境の整備 
施策４－５ 身近な支え合いのあるまちづくりの推進 
施策４－６ 適切な医療を受けられる環境の整備 
施策４－７ 社会保障制度の安定運営 

 

第５章 安全安心に暮らすまちづくり（52ｐ） 
施策５－１ いざというときに備えるまちづくりの推進 
施策５－２ 普段から安全を心がけるまちづくりの推進 
施策５－３ 冬期も安全安心に暮らせるまちづくりの推進 

 

第６章 持続可能なまちづくり(協働・行政経営) （58ｐ） 
施策６－１ ともに協力し合い、行動するまちづくりの推進 
施策６－２ 男女共同参画の推進  
施策６－３ 健全な行政経営の推進 
施策６－４ 他自治体との広域連携強化 
 

資 料 ３ 
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第１章 挑戦し続ける活力ある産業のまちづくり 

 

施策１-１ 活力ある商工業の振興 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 本市の経済力の源である商工業は、人口減少等に伴う国内市場の消費低迷や経済の

グローバル化等の影響を受けて依然として厳しい状況にあります。 

○ 工業においては、製造品出荷額等は県内では最も高く、東北でも有数の産業集積地

となり、ものづくりのまちを形成していますが、付加価値率は、県内の平均と比べて

低い状況にあり、商業を取り巻く環境も消費者の価値観の多様化、商業施設の郊外進

出・大型化、インターネット販売の急速な進展などにより、大きく変化しているほか、

地域の経済と雇用を支える市内企業の大多数を占める中小企業の事業所数及び従業者

数が減少しています。 

○ 今後、本市の商工業を振興していくためには、大学の研究シーズや地元企業の技術

等を活かした付加価値率が高い企業や内発型産業の育成、インターネット販売分野へ

の事業展開や消費者ニーズに対応した商品やサービスの提供を図るとともに、中小企

業の成長発展が図られるよう地域内経済循環の促進等により経済活力を高め、後継者

育成を始めとする企業活動の支援を行い、地域に根差した企業を増やす等の支援を強

化して行く必要があります。 

○ また、 新たな企業の進出は、地域経済活性化策の一つとして大変有効な手段である

ことから、本市の強みを活かした企業立地を促進するとともに、金融や経営相談、サ

ポート体制など、トータルで創業（起業）を促進する支援体制を構築する必要があり

ます。 

 
図表 ものづくりに係る推移 

 H21 H22 H23 H24 

製造品出荷額（億円） 6,530 8,217 8,089 5,370 

製造業の付加価値率 15.3 16.0 15.9 21.2 

製造業の付加価値額（百万円） 9,984 13,086 12,869 11,365  

事業所数 498 473 468 468 

 
図表 小売業に係る推移（「経済センサス調査」より） 

 H11 H14 H16 H19 H24 

商店数（店） 1,216 1,144 1,117 1,016 910 

従業者数(人) 6,759 6,640 6,943 6,452 5,808 

年間商品販売額(万円) 11,795,570 11,234,981 10,940,314 10,949,010 9,297,116 

 
 



- 2 - 

 

 
 

図表 卸売業に係る推移（「経済センサス調査」より） 

 H11 H14 H16 H19 H24 

商店数（店） 334 301 300 268 266 

従業者数(人) 2,446 2,153 2,163 2,033 1,786 

年間商品販売額(万円) 11,656,169 9,968,471 9,810,661 8,884,877 6,372,966 

 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 地域ブランドの強化や新産業の創出、企業立地の促進などにより活力ある商工

業のまちを目指します。 

経営基盤の強化に向けた支援や人材育成、商工団体との連携強化により、既存商工

業の経営安定及び域内における経済循環の向上を図り、地域ブランドの強化を促進し

ます。また、企業立地を促進し、産学官の連携などによる新産業の創出や新たな市場

開拓の支援・販路開拓に取り組んでいきます。 
 

 
■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

1-1-1 既存商工業の経営支援（中小企業の振興） 担当課：商工課 

○ （仮称）米沢市中小企業振興アクションプランに基づき、関係団体等と連携・協力

しながら中小企業者の経営基盤の強化、経営の革新、事業創出などを促進します。 

○ 後継者育成支援事業など企業活動支援施策の充実を推進します。 

○ 市内中小企業者が提供する製品等の利用促進を図るなど、地域の経済循環を促進し

ます。 

○ 意欲ある経営者の育成を行い、既存商工業の経営支援を行います。また、地域の商

工団体や関係機関との連携強化を促進します。 
 

1-1-2 地域特性を活かした工業の振興 担当課：商工課 

○ 有機エレクトロニクス産業などの次世代の成長産業への支援体制を強化します。 

○ 有機エレクトロニクス関連の最先端技術の更なる躍進のため、海外の先進都市や企

業と連携を強化し、事業展開を促進します。 

○ 山形大学工学部等の研究開発力やネットワークを活用し、新たな技術開発を促進し

ます。 
 

1-1-3 賑わいのある商業の振興 担当課：商工課 

○ 経営基盤の強化を図るため、経営指導体制の強化や金融支援制度の充実と合わせて、

個店の魅力を最大限に発揮し、何度も訪れたくなるような店づくりを支援します。 

○ 商店街組織と民間事業者の連携などにより地域のコミュニティ機能を持つ商店街

の形成を促進します。 
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1-1-4 地域ブランドの強化 担当課：商工課 

○ 地場産業や伝統工芸品のブランド力向上とともに、異業種間の連携による新たな商

品開発を支援します。 

○ 繊維産業等の技術開発や製品開発の推進と、地域のものづくり文化や地域資源を活

用した新製品等の開発を積極的に進め、本市独自の製品づくりを促進します。 
 

1-1-5 企業誘致と新産業の創出 担当課：商工課 

○ 米沢八幡原中核工業団地及び米沢オフィス・アルカディアに新たな企業の立地を推

進します。 

○ 米沢オフィス・アルカディアの西側をサイエンスパークとして整備し、山形大学工

学部等と連携を図り、大学などの研究シーズの事業化など新産業創出に向けた取り

組みを推進します。 
 

1-1-6 新たな市場開拓の支援と販路拡大の促進 担当課：商工課 

○ 国内にとどまらず、海外を視野に入れた市場開拓を行い、地場産品の販路拡大を促

進します。 

○ インターネットなどの情報通信を活用したＰＲシステムの構築のほか、買物支援や

民間小売店舗などと協働した家事援助、配食、食材配達等生活支援サービスも確立

します。 
 

1-1-7 創業（起業）の促進 担当課：商工課 

○ 「米沢市創業相談窓口」を継続して設置し、創業検討段階から創業後のフォローア

ップまでの創業に対する総合支援体制を充実させます。 

○ 米沢産業育成事業などの推進により、将来本市の産業を支える人材の育成を支援し

ます。 
 
■主な事業  商業振興事業、中小企業活性化事業、有機エレクトロニクス研究支援事業、 

米沢産業育成事業、繊維産業振興事業、米沢オフィス・アルカディア企業立地推進事
業、サイエンスパーク整備事業 

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）地元商店の製品購入を心がけましょう。 

・（事業所）多様な消費者ニーズに対応した製品などの提供に努めましょう。 

・（市民）最先端のものづくり技術や伝統産業を学びましょう。 

・（事業所）大学などの技術を活用し、新たな産業分野への進出に取り組みましょう。 
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■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 製造業の付加価値額. H24  11,365 百万円 11,945 百万円 商工課 

2 
山形大学の置賜地域企業との共同・受

託研究数 
H26   商工課 

3 米沢八幡原中核工業団地利用率 Ｈ26 90.89% 100% 商工課 

4 米沢オフィス・アルカディア利用率 Ｈ26 43.88% 100% 商工課 
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施策１-２ 自然と文化、歴史を活かす観光の振興 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 本市は、歴史的な名所・旧跡・文化財などが数多く残り、古くから歴史と文化のま

ちとして親しまれています。観光名所としては、上杉神社をはじめ、上杉家廟所など

が広く知られています。特に上杉神社を含む松が岬公園周辺には、毎年多くの観光客

が訪れており、県内有数の観光地となっています。 

○ 今後、本市の観光振興を図るためには、旅行者のライフステージや趣味に合わせた

体験型観光やまち歩き観光など、滞在時間を長くする取り組みや市民との交流により、

観光客がまた来たいと思うような魅力あるまちづくりをしていく必要があります。ま

た、年間を通した観光誘客促進のため、米沢そのものの魅力や、季節ごとの魅力をブ

ラッシュアップし、市内外に情報を発信していくことも重要です。 

○ 東北中央自動車道福島―米沢北インターチェンジ間の開通や、2020 年オリンピッ

ク・パラリンピック東京大会の開催などにより、本市を訪れる国内外からの観光客が

増加すると見込まれることから、交流人口拡大やおもてなしの心の醸成へ向け、更な

るソフト・ハード両面からの多角的な取り組みが求められています。 

 
図表 観光に係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

観光入込客数（人） 4,955,012 3,213,630 2,641,673 2,589,637 2,531,037 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 本市の多彩な観光資源の魅力を発信し続けることで、より選ばれる観光地米沢

として国内外から多くの観光客が訪れるとともに、来訪者が満足できるおもてな

しが充実したまちを目指します。 

 

観光推進体制の整備を図るとともに、地域資源を活用した取り組みを推進します。

また、より多くの観光客が訪れるよう誘客宣伝活動を推進するとともに、観光基盤の

整備を促進します。 
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■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

1-2-1 観光推進体制の整備 担当課：観光課 

○ 市内の観光関連団体等の組織強化と連携強化により、観光施策を推進します。 

○ 観光ガイドの充実を図るため、観光客に対するおもてなしの心の向上のための啓発

活動を推進します。  
 

1-2-2 地域資源などを活用した観光基盤の整備 
担当課：商工課、観光課、農林課、 

土木課、都市計画課、文化課 

○ 本市独自の歴史と文化を活用し、城下町らしい景観整備を推進するとともに、米沢

四季のまつりや地域の伝統祭りの活性化を促進します。 

○ 豊かな自然、伝統的な食文化、豊富な温泉資源等を活用した体験型観光及び施設の

整備を推進します。 

○ 県南のゲートウェイとなる（仮称）道の駅よねざわを整備します。 

○ 国内外からの様々な観光客を受け入れられるよう、多言語表記の案内看板の設置や

観光施設の環境整備を推進します。 
 

1-2-3 誘客宣伝活動の推進 担当課：観光課 

○ 多くの観光客に本市を訪れていただくため、これまでのように国内各地での誘客イ

ベントや、おしょうしな観光大使による誘客ＰＲを継続していくとともに、ホーム

ページやソーシャルネットワーク等を活用した情報発信や誘客宣伝活動を推進し

ます。 

○ 旅行業者等と連携し、魅力ある旅行商品の開発を推進します。 
 

■主な事業  （仮称）道の駅よねざわ整備事業、インバウンド対策事業、まち歩き促進事業 

 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）米沢の魅力である歴史と文化を学び、米沢の魅力を発信しましょう。 

・（市民・事業所）おしょう。しなの心でおもてなしをしましょう。 

 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 観光入込客数 H26 2,400,000 人 2,600,000 人 観光課 

2 温泉地（宿泊・日帰り）入込数 H26 130,000 人 140,000 人 観光課 

3 外国人観光客受入数（置賜地区） H26 3,500 人 5,000 人 観光課 
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施策１-３ 消費者や時代のニーズにあった農林業の振興 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 本市の農林業は、高齢化や後継者不足による労働力の減少、さらには遊休農地の増

加による生産減少が進行しています。 

○ 農業においては国際、産地間競争により作物の価格低迷が進んでいるほか、消費者

の食の安全に対する意識が高まっています。 

○ 林業においては、木材価格の低迷などにより経営が厳しい状況にあり、このことか

ら間伐・保育等が適正に実施されていない森林の増加、森林病害虫の被害などによる

森林の荒廃が進んでいます。 

○ このため、農林業の多様な担い手の確保に取り組むとともに、恵まれた自然環境を

活かし、消費者や時代のニーズにあった安全で高品質な農産物を安定的に供給できる

よう生産基盤の強化、付加価値の高い農産物の生産等の取り組みを進め、安定した農

業所得を確保する必要があります。また、公共施設をはじめとして地元産材の積極的

な利用を進めるとともに、木質バイオマスエネルギーの利用拡大を図るなど、間伐材

等の資源利用を促進する必要があります。 

○ さらに、豊かな自然は本市の大切な資源であるため、森林の持つ水源涵養機能や、

大気の浄化、土砂の流出防止等の公益的機能を維持するための保全に取り組み、良好

な自然環境を守っていくことが求められています。 

 
図表 農業に係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

認定農業者数 251 249 248 248 258 

 
図表 農業に係る推移 

 H7 H12 H17 H22 

農家数 2,715 2,316 2,003 1,806 

 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 多様な担い手が育成・確保されて農林業基盤が安定し、食の安全や地産地消な

ど、本市の魅力が発信され活気に満ちたまちを目指します。 

収益性の高い多様な農業の振興を図るため、農業経営の効率化や生産基盤・流通基

盤を整備し、安全で良質な農畜産物の供給に努め、農業経営の安定化を促進します。

さらに、都市部と農村の交流を推進することで本市の更なる魅力発信を促進します。

また、森林資源の利用・保全を進め、森林の維持管理に努めるとともに、農林業の担

い手育成を支援します。 
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■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

1-3-1 多様な農林業の担い手の育成・支援 担当課：農林課 

○ 地域農業の中心となる意欲ある認定農業者、農業法人、集落営農組織などを育成、

支援します。 

○ 新規就農者、高齢者、兼業農家などの地域で活躍している多様な担い手を育成、支

援します。 

○ 外部からの農林業の担い手を確保するための仕組みづくりを推進します。 
 

1-3-2 安全で良質な収益性の高い農畜産物の生産 担当課：農林課 

○ 環境保全型農業の推進、防疫体制の強化などにより安全で信頼される農畜産物を供

給し、米沢産農畜産物のブランド化を推進します。 

○ 「つや姫」などの付加価値の高い米や消費者ニーズの高い園芸作物づくりを推進し

ます。また、飼料技術の向上、生産基盤を充実させるなどして米沢牛をはじめとす

る畜産物のブランド力を向上させます。 

○ うこぎ、雪菜などの地域伝統野菜の伝承と販路拡大を進めるとともに、新たな地域

特産農産物の生産拡大を支援します。 
 

1-3-3 農業経営の効率化、生産基盤・流通体制の整備 担当課：農林課、農業委員会 

○ 人・農地プランの策定と見直しを行い、意欲ある農業者への農地集積・集約化を図

り、農業経営の効率化や生産基盤の強化を促進します。 

○ ほ場、農道、農業用排水路等の農業関連施設の整備を推進します。 

○ 流通業者や小売業者との連携による販路拡大、インターネットの活用や直売所の設

置などによる産地直送販売の促進、食育、地産地消の推進などにより、多様な流通

経路の確保を推進します。 

○ 地域特産農産物などを活用し、地域の総合力を発揮した 6 次産業化を推進します。 

○ 米沢市青果物地方卸売市場のあり方について検討します。 
 

1-3-4 都市と農村の交流 担当課：観光課、農林課 

○ 都市と農山村の交流拡大を図るため、自然を活かした田んぼアートや教育旅行など

のグリーンツーリズムを推進します。 

○ 市民が気軽に利用できる市民農園の整備を推進します。 

○ 首都圏のアンテナショップ等を活用して交流・誘客のための情報発信を積極的に行

います。 
 

1-3-5 森林資源の利用・保全 担当課：農林課、建築住宅課 

○ 良質材の生産や森林の公益的な機能の維持増進を図るため、間伐等の適正な森林整

備を推進します。 
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○ 地域の森林資源の利用による林業・木材産業の活性化を図るため、公共建築物等へ

の地産木材の利用拡大と木質バイオマスエネルギーの利用を促進します。 

○ 緑とのふれあいを通した環境保全の心を育むため、学校や地域と連携して森林体験

学習を推進します。 

○ 林道等の林業基盤の整備を推進します。 
 

■主な事業 農業生産基盤整備事業、担い手・農地総合対策推進事業、田んぼアート米づくり体験 
事業、新規就農者支援事業 

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）朝市や直販を利用し、地元の農産物の購入に努めましょう。 

・（市民）地元の農畜産物の良さと安全性を多くの人に伝えましょう。 

・（農業者）安全で良質な農畜産物を生産しましょう。 
 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 ほ場整備事業等実施面積 H26 0ha 83ha 農林課 

2 認定農業者数 H26 275経営体 350経営体 農林課 

3 地元産材を利用した公共施設数 H26 10 戸 26 戸 
農林課 

建築住宅課 

4 新規就農者数 H26 5 人/年 7 人/年 農林課 
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施策１-４ 安定した雇用の促進と 

働きやすい環境づくりの推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 本市内の雇用情勢は、平成 23年の東日本大震災以降、有効求人倍率は急激に悪化し

ましたが、国の雇用対策や景気の持ち直しもあり、現在は緩やかな回復傾向にありま

す。しかしながら、依然求職と求人のミスマッチが生じているほか、雇用形態も複雑

多様化しています。 

○ 雇用形態の多様化に伴う非正規雇用の増加は、将来への不安の高まりとともに、未

婚化や晩婚化の一因にもなることから、雇用による市民所得の安定・向上を図るため

雇用環境の向上や産業全般にわたる多様な雇用の場、職種の確保が求められています。 

○ こうした状況の中で、雇用を安定させ持続的な経済成長を実現するためには、女性

や若者の力が不可欠であり、また、多様な生き方や働き方を実現していくためにも、

高齢者、障がい者などが社会で活躍できるための取り組みの強化が必要です。 

○ さらに、誰もが安心して働ける環境をつくるため、多様なニーズに対応した就業機

会の拡充や労働環境の整備を図る必要があります。 

 
図表 雇用に係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

ハローワーク米沢
管内有効求人倍率 

0.29 0.48 0.60 0.72 0.51 

月間有効求職者数 4,906 3,949 4,014 3,527 3,172 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 雇用環境が安定し、若者や女性、障がい者、高齢者など誰もが働きやすいまち

を目指します。 

 

新たな産業の創出や企業誘致を推進することで就業機会の拡充を図るとともに、高

等教育機関との連携などにより、職業能力の向上を促し、誰もが安心して働ける環境

づくりを目指します。また、誰もが働きやすい良好な労働環境を整備するため、労働

者福祉の向上を図ります。 
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■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

1-4-1 多様な職業の創出と就業の場の拡充 
担当課：社会福祉課、高齢福

祉課、商工課 

○ 新たな産業の創出や起業家の育成を図るとともに、企業誘致を推進し、多様な職業、

就業の場が選択できる環境づくりを推進します。 

○ 女性や若者、高齢者、障がい者などの就業機会を拡充するため、関係機関との連携

強化や啓発活動を推進します。 

○ 企業や教育機関と連携を強化し、新規学卒者の地元就職を促進します。 

○ ＵＩＪターン者への支援を強化することにより、就業人口の拡充を促進します。 

○ 障がい者雇用の拡大を図るため、相談支援体制を強化し、障がいに合わせた就労支

援を推進します。 
 

1-4-2 職業能力の向上 担当課：商工課、学校教育課 

○ 能力向上のために、関係機関と連携し、情報提供の充実を図るとともに、市内の高

等教育機関や高等学校等の活用を推進します。 

○ 産学官が連携して職場体験やインターンシップなどを推進し、就職することへの意

識向上を促進します。 
 

1-4-3 労働者福祉の向上  担当課：商工課 

○ 労働者福祉制度に関する知識の普及を図るとともに、事業所における労働環境向上

に向けた啓発活動を推進します。 
 

■主な事業  企業誘致推進事業 ＵＩＪターン促進事業 地元企業への就職促進事業  

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（就業者）自己の職業能力向上に努めましょう。 

・（事業所）育児休業や介護休暇等の取得を推進しましょう。 

・(事業者) 技術力向上や経営能力向上のための人材育成に努めましょう。 
 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 
新規高等学校卒業求職者の就職内定

率（ハローワーク米沢管内） 
Ｈ26 100% 100% 商工課 

2 
新規高等学校卒業求職者の県内事業

所への就職率（ハローワーク米沢管内） 
Ｈ26 75.2% 80.2% 商工課 

３ 障害者雇用率（ハローワーク米沢管内） Ｈ26 1.81% 2.0% 商工課 
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第２章 郷土を創る人材が育つ、 

教育と文化のまちづくり 

 

施策２-１ 生涯にわたり学べる環境づくりの推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ グローバル化や高度情報社会等の進展により、絶えず新しい知識や情報が発信され

る環境の中、市民の学習ニーズは多様化しています。また、生涯にわたり生きがいの

あるライフプランづくりなど、心の豊かさや自己実現を図る学習環境が求められてい

ます。 

○ 本市では、米沢鷹山大学を市民主体の生涯学習を進める中核と位置づけ、市民が生

涯学習についての理解を深め、一人一人が自分の関心や課題解決に向けて学習できる

よう支援しています。 

○ 今後とも、様々な学習機会を通じて生きがいを持った感性豊かな活力ある市民を育

てる環境づくりを進める必要があります。さらに、様々な年代が学べるよう学習機会

の充実を図るほか、社会教育活動の拠点となる各地区のコミュニティセンター等を誰

もが利用しやすい施設とするための環境整備が必要です。 

○ また、学園都市の特徴を活かし、高等教育機関と連携した生涯学習体制を構築する

ことで、市民の学習意欲を向上させる取り組みも必要です。 

○ 市民の学びの拠点となる図書館は、安らぎやうるおいの場にもなることから、全て

の市民が図書に親しめる環境づくりを推進するとともに、郷土資料を活用した学術研

究をすすめ、博物館と連携して地域文化の情報発信を充実させていく必要があります。 

 
図表 コミュニティセンター及び文化センターの利用者数に係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

利用者数 401,018 374,903 348,888 377,538 392,523 

図表 生涯学習市民おしょうしなカレッジに係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

講座数/受講者数 80/645 83/717 101/769 133/1,100 114/760 

図表 図書貸出冊数 

 H21 H22 H23 H24 H25 

図書貸出冊数 271,562 299,318 302,121 306,667 304,766 

 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 生涯にわたり、個々のライフステージに応じ、学ぶことへの意欲や教養を高め、

人と人とのつながりを深めながら、生きがいを感じて暮らせるまちを目指します。 
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市民の生涯学習の中心としてコミュニティセンターや米沢鷹山大学の講座内容の充

実を図るとともに、まちづくりへの参加を促進するため生涯学習の環境整備を進めま

す。また、社会教育活動の拠点となる施設や図書館の活用を推進します。 

 

 
■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

2-1-1 学習機会の充実 担当課：社会教育・体育課 

○ 高度化、多様化する学習ニーズに対応した講座等の開催に努めます。 

○ 学習活動の場や発表の機会の提供とともに、多様な学習ニーズに応える学習相談体

制を強化します。 

○ 米沢鷹山大学等の各種講座の充実を図るとともに、高等教育機関と連携した生涯学

習講座の開催など、各種団体や市民のネットワーク形成と交流を促進します。 
 

2-1-2 学習環境の整備 担当課：社会教育・体育課、文化課 

○ 地域の学習活動拠点となるコミュニティセンターの機能充実を推進します。 

○ 図書館機能を充実させ、誰もが利用しやすい環境を整備するとともに、貴重な古典

籍や古文書等の郷土に関わる資料の収集、整理と活用を図り、情報発信機能を強化

します。 
 

■主な事業     鷹山大学推進事業、生涯学習総合推進事業 

 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）生涯学習活動に積極的に参加しましょう。 

・（受講者）自分の経験や学習した成果を地域における教育活動に活かしましょう。 

 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 
コミュニティセンター及び文化セン

ターの利用者数 
  400,000 

社会教育・
体育課 

2 
市民おしょうしなカレッジ参加者の

理解度 
- - 80％以上 

社会教育・
体育課 

3 図書貸出冊数 H26 298,087 450,000 文化課 
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施策２-２ 子どもたちが健やかに成長する環境づくりの推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 価値観の多様化が進む中、子どもたちの健全育成を図るためには、家庭、地域、学

校が密に連携して教育を推進することが求められています。 

○ 学校教育については、学校の小規模化や子ども同士のかかわりの希薄化などが問題

となっているほか、不登校の発生率は依然として高く、原因も複雑化する傾向があり

ます。一人ひとりが自らの資質や能力を活かし、誇りと自信を持って生きていくため

には、確かな学力と感性豊かな人間性を育むことが強く求められています。また、国

の小中一貫教育に対する動向等を踏まえ、適正な児童・生徒数や学級数を確保するた

めの取り組みを推進する必要があります。 

○ 高等学校教育については、教育内容の充実とともに、地元進学率、就職率を高める

ための取り組みを促進するよう県に働きかける必要があり、専門学校教育については

多様な社会ニーズに対応した教育内容の充実を図る必要があります。 

○ 青少年の健全育成については、情報化の進展による有害情報の氾濫、昼夜を問わな

いライフスタイルや商業活動などを背景に、青少年を取り巻く環境は複雑化していま

す。今後とも家庭、学校、地域と行政が連携を強化し、環境浄化を図りながら青少年

の健全育成を推進していく必要があります。 

 
図表 児童・生徒数の推移  (棒グラフで表示予定) 

 H21 H22 H23 H24 H25 

小学校 4,955 4,858 4,856 4,889 4,700 

中学校 2,612 2,592 2,612 2,514 2,463 

 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 子どもたちが楽しく学習し、確かな学力を身につけ、健康な身体をつくるとと

もに、郷土愛が育まれ、夢や目標をもって学ぶまちを目指します。 

教育体制づくりを推進するとともに、子どもたちが豊かな心を育むことができる

よう、学校教育と社会教育の連携・充実により青少年の健全育成を図ります。さら

に、子どもたちが学びやすいよう、教育環境の整備や地域に開かれた学校づくりに

努めるほか、高等教育や専門学校教育の充実を促進します。 
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■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

2-2-1 学校教育の充実 担当課：学校教育課 

○ いのちを育む大切さなど、豊かな人間形成と人間関係づくりの教育を充実させ、不

登校やいじめ等の未然防止を図るとともに、学校不適応の子どもたちへの一貫した

支援を推進するため、関係機関との連携などについて検討します。 

○ 郷土に愛着を感じ、本市の将来を担う意欲ある人材を確保するため、道徳教育の充

実を図り、自立心やチャレンジ精神の育成を推進します。 

○ 学校評価の充実など、地域へ開かれたより良い学校づくりを推進し、地域と一体と

なった学校づくりを進めます。 
 

2-2-2 教育環境の充実 担当課：教育総務課、学校教育課 

○ 施設の老朽化に伴う改修を計画的に進め、子どもたちが過ごしやすい環境づくりに

努めるとともに、省エネルギー化などの環境に配慮した施設整備を推進します。 

○ 給食の衛生管理徹底と衛生対策の充実を図るほか、学校給食の地産地消を推進しま

す。 

○ 高等教育機関と連携し、子どもたちへの学習講座を推進することで、地元大学の分

野に興味を抱くきっかけづくりを促進します。 

○ 国の小中一貫教育に対する動向等を踏まえ、適正規模・適正配置計画を推進します。 

○ 安全教育の充実を図るとともに、子どもたちが安心・安全に過ごせるよう、地域と

の連携を推進します。 
 

2-2-3 高等学校・専門学校教育の充実 担当課：総合政策課 

○ 個性ある魅力的な高等学校教育の推進と私立高等学校に対する助成拡充を県に要

請するとともに、多様なニーズに対応した専門学校教育の充実を促進します。 

○ 高等教育機関の出前講座などを活用し地元大学への興味を持ってもらうなど、高等

学校と大学の連携をさらに推進し、地元大学への進学率の向上を促進します。 
 

2-2-4 青少年の健全育成 担当課：社会教育・体育課 

○ 学習機会の拡充や学校・地域との連携強化を図ることで、青少年の非行防止を進め

るとともに、大人の公徳心を向上させる啓発活動や学習活動の推進など、市民一人

ひとりの心が豊かなまちづくりを推進します。 
 

■主な事業   小中学校施設整備事業、適正規模・適正配置計画 

 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（児童生徒）いのちの大切さを理解し、優しさや思いやりをもって人と接しましょう。 

・（市民・地域）学校と連携し、学校運営を支援しましょう。 



- 16 - 

 

 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 
学校給食における 

置賜産農産物の使用割合(野菜) 
H25 30.6% 35.0% 学校教育課 

2 
学校給食における 

置賜産農産物の使用割合(果物) 
H25 21.0% 30.0% 学校教育課 
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施策２-３ 誰もがスポーツに親しめる環境づくりの推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 市民の健康志向の高まりと競技力向上の意欲を背景に、子どもから高齢者までの幅

広い年代において多様なスポーツを楽しむ人々が増加しています。また、より多くの

市民が生涯にわたって日常的にスポーツに親しめるよう、市民意識の向上を図り、ス

ポーツ活動参加への機会づくりに努める必要があります。 

○ スポーツは、子どもにとって健康づくりや体力の基礎づくりをはじめ、公正さと規

律を尊ぶ精神等を培う場であり、人間形成に重要な役割を果たしていることから、子

どものスポーツ活動の機会を充実させる取り組みも必要です。 

○ 本市においては、これまで、多目的屋内運動場、人工芝サッカーフィールドなどの

スポーツ施設の整備を行ってきましたが、今後も安全な施設の確保と計画的な施設の

整備が必要です。 

○ 競技スポーツにおいて、東北大会や全国大会等に出場する選手を輩出するなど一定

の成果を挙げていますが、今後の活躍においては、さらなる競技力向上が必要です。 

図表 スポーツに係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

体育施設利用状況 290,438 290,462 260,215 305,974 372,516 

スポーツ少年団登録数 62 63 64 69 65 

スポーツ教室参加者数 183 193 149 144 160 

総合型スポーツクラブ

数 
3 3 3 4 4 

 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 市民が生涯にわたって目的に応じたスポーツに親しむことができるまちを目指

します。 

生涯にわたって市民の健康を維持・向上させるためのスポーツ活動を推進するとと

もに、競技力向上のための指導体制を充実させます。また、安全かつ適切なスポーツ

環境を提供できるよう、計画的なスポーツ施設の整備を推進します。 
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■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

2-3-1 生涯スポーツ活動の推進 担当課：社会教育・体育課 

○ 市民の興味や関心、適性等に応じて日常的にスポーツ活動に参加できる環境づくり

に取り組み、学校、地域、団体と連携して「１市民１スポーツ」を推進します。 

 

2-3-2 スポーツ団体の育成 担当課：社会教育・体育課 

○ 総合型地域スポーツクラブの組織化を支援するとともに、既存クラブ相互の連携を

促進します。また、市民が自分に合ったクラブを選択しスポーツ活動に参加できる

情報の提供を行い、クラブ加入者の増加を図ります。 

○ 米沢市体育協会と連携し、スポーツ少年団や各種スポーツ団体の情報を発信し加入

者の拡充を行い、青少年の健全育成や市民の健康増進を促進します。 
 

2-3-3 競技力向上の推進 担当課：社会教育・体育課 

○ 米沢市体育協会と連携し、競技団体による選手の強化事業を促進します。また、米

沢市体育協会を中心とした、ジュニア期から一貫した指導理念に基づく育成システ

ムの構築を支援します。 

○ 大学運動部等の合宿を本市へ誘致し、児童・生徒等とのスポーツ交流を図り、競技

力向上を推進します。 
 

2-3-4 スポーツ環境の整備 担当課：社会教育・体育課 

○ より良いスポーツ環境を提供できる施設整備するため、安全に配慮した施設管理と、

利用者が安心してスポーツ活動が行える施設の計画的な整備を推進します。 

■主な事業    生涯スポーツ推進事業、スポーツ指導者育成事業、体育施設整備事業 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）それぞれの目的や目標に応じたスポーツ活動をしましょう。 

・（事業所）企業スポーツ活動を推進するとともに、所有スポーツ施設を開放しましょ

う。 
 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 スポーツ教室参加者数 H26 145 180 
社会教育・
体育課 

2 総合型スポーツクラブ加入者数 H26 371 450 
社会教育・
体育課 
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施策２－４ 郷土の歴史を継承し、芸術文化を充実するまちづくり

の推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 本市には新文化複合施設（図書館・市民ギャラリー）をはじめ、伝国の杜や市民文

化会館、座の文化伝承館などの文化施設があり、本市のみならず置賜地域の芸術文化

の拠点として活用されています。 

○ 本市には米沢市芸術文化協会を中心とした市民の自主的な芸術文化活動が浸透して

おり、今後とも情報の共有化や連携を一層強化し、活動の更なる活性化を図っていく

必要があります。また、市民がより豊かな人生を送るための活力源となるよう、様々

な文化活動の場を提供していくとともに、多くの市民が芸術文化を身近に感じられる

環境づくりを行う必要があります。 

○ また、本市には、上杉家ゆかりの貴重な国宝等の文化財や国指定の史跡をはじめ、

獅子踊りや草木塔といった独自の伝統文化が数多く存在しています。これら文化財の

適切な保存管理と継承、活用を図ることで地域の活性化につなげていくことが必要で

す。 

 
図表 文化振興に係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

施設利用件数（文化
ホール・文化会館・
座の文化伝承館・市
民ギャラリー） 

1,612 1,561 1,710 1,605 1,667 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 受け継がれてきた歴史や文化を保存・継承し、誰もが誇りを持ち、心豊かで活

力ある文化のまちを目指します。 

 

市民の豊かな心を育めるよう芸術文化の振興を図るとともに、本市の重要な文化財

を適正に保護・保存し、有効に活用することで交流人口の増加等を図り、本市の活性

化を推進します。 
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■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

2-4-1 芸術文化の振興 担当課：文化課 

○ 置賜文化ホールや市民ギャラリー、市民文化会館等における自主事業を充実し、市

民が優れた芸術文化に触れる機会を設けるとともに、芸術文化に取り組む人材の育

成を図るため、市民の文化活動への支援などにより自主的な芸術文化活動を促進し

ます。 

○ 本市ゆかりの芸術家、作家の作品展や公演などの機会を設けるとともに、地域の伝

統芸能や伝統文化の継承を支援するほか、芸術文化関係の情報収集と提供を推進し

ます。 
 

2-4-2 文化財の保護、保存と活用 担当課：観光課、文化課 

○ 文化財等の保護活動を支援するとともに、学校や地域と連携し、子どもや地区住民

が地域の伝統芸能や史跡等を学習する機会を設け、文化財への理解と文化財を身近

に感じられる環境を整備します。 

○ 本市所有の貴重な文化財を適切に保存管理するとともに、指定文化財等の適正な保

護を推進します。また、文化財を観光資源として活用することで地域の活性化を促

進します。 

○ 史跡や遺跡をはじめとする様々な歴史的資産の保存と活用を図るとともに、舘山城

跡の国史跡指定と、史跡公園に向けた整備を推進します。 
 

■主な事業  市民芸術文化活動促進事業、指定文化財保存修理事業 

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）様々な芸術文化に親しみ、芸術文化活動に参加しましょう。 

・（市民）地域の祭りや伝統行事に積極的に参加し、保存継承に努めましょう。 

・（事業者）市民や従業員の芸術文化活動を理解し、協力しましょう。 
 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 
施設利用件数（文化ホール・文化会館・

ギャラリー・座文） 
H26 1,533 1,833 文化課 

2 市民芸術祭への参加団体数 H26 59 61 文化課 
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施策２－５ 多様な文化とつながり、交流するまちづくりの推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 本市では国内６都市・海外２都市と姉妹都市（友好都市）を締結しており、今後も

本市と縁のある都市などとの交流を市民や市民団体間で深めるほか、文化、スポーツ

のイベントなどを通じて、多様な地域間の交流を推進することにより、市民の視野を

広げ豊かな心を育む必要があります。 

○ 国際交流の推進や、社会経済のグローバル化が進んだことで、本市においても外国

からの留学生をはじめ、様々な国籍の外国人が在住していることから、こうした外国

人との交流機会を充実させるとともに公共施設や観光施設の案内表示などの多言語表

記を推進し、外国人が暮らしやすいまちづくりを推進する必要があります。 

 
図表 交流に係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

      

      

      

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 姉妹都市等との間で、活発な相互交流を図るとともに、外国人も暮らしやすい

まちを目指します。 

 

姉妹都市等との地域間交流を推進し、本市の魅力や特性を発信することで地域経済

を活性化させるとともに、外国人が暮らしやすいまちづくりを推進するなど、国際交

流を推進します。 

姉妹都市・友好都市図を挿入 
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■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

2-5-1 国内交流の推進 
担当課：秘書広報課、観光課、農林課、 

社会教育・体育課、文化課、学校教育課 

○ 姉妹都市や友好都市等との交流を通じて、広く本市の文化や魅力を発信するととも

に、他地域文化を知ることで市民同士の理解を深めます。 

○ 交流人口の拡大を図るため、各種学会・大会・イベント等の誘致を促進するととも

に、自然等を活用した体験型交流を推進します。 

 

2-5-2 国際交流の推進 
担当課：秘書広報課、観光課、土木課、 

社会教育・体育課、学校教育課 

○ 学校教育や地域社会において国際理解教育を推進するとともに、米沢市国際交流協

会をはじめ国際交流団体などとの連携により外国人とのネットワークを構築する

ほか、海外派遣研修等により国際化に対応できる人材の育成を推進します。 

○ 市内案内表示等への多言語表記化を推進するなど、外国人が暮らしやすいまちづく

りを推進します。 
 

■主な事業  都市交流事業、国際理解講座事業、外国語教育充実事業、青少年海外派遣事業 

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）文化・スポーツのイベントへ積極的に参加し、交流を深めましょう。 

・（市民）他地域や他国の人々と主体的に相互交流を行いましょう。 

・（市民）他国の文化を学び、異文化を尊重しましょう。 
 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 国際理解講座の継続利用団体数 H26 4 8 秘書広報課 
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施策２－６ 大学と連携した学園都市の推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 本市には、山形大学工学部、米沢栄養大学及び米沢女子短期大学の３つの高等教育

機関が立地しており、企業や市民、小中高等学校等と連携・協働して様々な事業を展

開するなど、地域に密着した学術研究機関として本市をはじめとした周辺地域の活性

化に大きく貢献しています。 

○ 今後は、これら高等教育機関を中心とした学園都市が形成されている強みを活かし

て、地域の課題や企業のニーズに対応した研究機関としての機能充実を図るなどによ

り、既成の価値観から発想を転換し、新しい価値を創造できる人材や産業を育成して

いくことが求められています。 

○ また、大学と地域との交流や連携を促進するとともに、学生をはじめ、若い世代が

住みよいまちづくりを推進し、地元高校生の地元大学への進学率を高めるとともに、

卒業する学生の地元定着や若者の地元就職、県外進学者のＵターンの割合を高める取

り組みなどが求められています。 

  

図表 学園都市に係る推移 

 H22 H23 H24 H25 

市内大学学生数 3,942 3,902 3,742 3,596 

※学生数に山形大学小白川キャンパスで履修する工学部昼間コース・Aコース 1年生は含まない。 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 大学、企業、市民、地域が互いに連携を図り、新しい価値を創造して成功に導

いていくまちを目指します。 

 

魅力あるまちづくりに重要な役割を果たす本市の高等教育機関等を最大限に活用し、

地域や企業、小中高等学校、市民が学び・交流・連携を図ることで、本市の活性化に

つながる新しい価値の創出を促すとともに、若者が本市で学びたい・住んでみたいと

思えるまちづくりを目指します。 

また、学生の地域活動への参加を求め、その活力と行動力をまちづくりに活かすこ

とを目指します。 
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■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

2-6-1 学生が生活しやすいまちづくりの推進 担当課：総合政策課、環境生活課 

○ 行政や地域活動等に学生の参画・参加を図り、学生も住みやすい地域づくりを推進

します。 

○ 学生に対する地域情報を充実させるとともに、ニーズに対応した利便性の高い公共

交通機関等の整備を推進します。 
 

2-6-2 山形大学工学部、米沢栄養大学及び米沢女子短期大学の充実 
担当課：総合政策

課 

○ 地域産業に密着した学術研究機関として本市産業等が発展できるよう、大学機能の

充実を要請します。 
 

2-6-3 大学との交流や連携の促進 
担当課：総合政策課、商工課、社会

教育・体育課、学校教育課 

○ 大学の知識や研究を活用した小・中・高等学校教育や市民への公開講座などの取り

組みを促進します。 

○ 大学での本市の行政概要等の講座を引き続き開講するよう大学へ働きかけるとと

もに、セカンドホーム事業などを通じて市民と学生との交流を促進します。 

○ サテライトキャンパスの活用など、市民と学生・企業の交流活性化を推進します。 
 

■主な事業 セカンドホーム事業、高等教育機関開放講座委託事業、学園都市推進協議会支援事業 

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（大学・事業所）大学と企業が連携し、新しい産業を創出しましょう。 

・（市民）大学のイベントなどに積極的に協力、参加しましょう。 

・（学生）地域の行事やボランティアに積極的に参画・参加しましょう。 
 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 セカンドホーム事業累計交流組数 H26 380 600 総合政策課 

2 米沢市民カレッジ受講者数 H26 47 80 総合政策課 
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第３章 自然と都市の魅力が調和し、 

賑わいと交流を促すまちづくり 

 

施策３-１ 快適で住みよい住環境づくりの推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 少子高齢化の進展、ライフスタイルの多様化等により住宅に対するニーズが多様化

していることに対応し、市内への定住を促進するためには、良好な住環境を整備し、

本市で暮らしてみたいと思える環境づくりが求められています。 

○ 居住水準の向上と総合的な有効活用を図るため、市営住宅については効率的かつ的

確な整備・改善を行う必要があります。また、引き続き高齢者の安全で安定した居住

を確保するため、高齢者向け住宅の供給を支援するほか、空き家対策として空き家の

利活用を推進する必要があります。 

○ 加えて、家屋の倒壊から人命及び財産を守るため、木造住宅等の耐震性の強化や危

険な状態になっている家屋等の解体を促進するとともに、防災や都市緑化の観点から

必要な都市公園の整備と適正な維持管理を進める必要があります。 

○ 併せて、住居表示区域の拡大や街区表示板の設置を充実するなどわかりやすい住居

表示を推進する必要があります。 

 
図表 住環境に係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

街区表示板取付
数 

81 100 95 71 82 

市営住宅申込数 205 212 244 247 284 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 良好な住環境が整備され、市民の安定した居住が確保されているまちを目指し

ます。 

 

安全で良好な住環境の整備を促進するとともに、空き家対策や公営住宅の適切な維

持管理等を推進することにより居住水準の向上と総合的な空き家の有効活用を図りま

す。 



- 26 - 

 

 

 
■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

3-1-1 良好な住環境の整備推進 
担当課：総合政策課、市民課、社会福祉課、 

高齢福祉課、都市計画課、建築住宅課 

○ 住宅等の耐震改修やバリアフリー化に対する支援制度を継続するなど、安心して居

住できる住宅環境整備を推進します。 

○ 市街地における高齢者向け優良賃貸住宅などの利用を促進します。 

○ 市街地の空き地や空き家の有効活用を促進します。 

○ 住居表示区域の拡大を図るとともに、街区表示板の設置を促進し、市民も来訪者も

分かりやすい住居表示を推進します。 

○ 都市公園の適正な整備、維持管理を推進します。 

○ 危険な状態となっている住宅の解体を促進します。 
 

3-1-2 良質な市営住宅としての管理 担当課：建築住宅課 

○ 市営住宅へのニーズに対応した計画的な改修を推進します。 

○ 市営住宅の適正な管理運営を継続し、希望する市民が安心して入居できる環境づく

りを推進します。 
 

■主な事業 空き家利活用促進事業、不良住宅除却促進事業、市営住宅ストック総合改善事業 

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（事業者）多様な世代のニーズに対応した適正な建築情報を提供しましょう。 

・（事業者）店舗やオフィスのバリアフリー化に努めましょう。 

 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 街区表示板取付総数 H26 2,151 2,600 市民課 

2 
不良住宅除却促進事業における除却件

数 
H26 １件 18 件 建築住宅課 
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施策３-２ 秩序ある土地利用と景観形成の推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 本市は、郊外への大型店舗の進出等により市街地が拡大化したことに加え、高等学

校が郊外へ分散し、まちなかに学生が集まりにくくなったことなどが影響し、中心市

街地の空洞化が進み、空き地や空き家、空き店舗等などが目立ち、都市全体としての

活力が低下しています。 

○ 今後、土地利用を進めるにあたっては、都市機能のコンパクト化・集約化を図ると

ともに、計画的なゾーニングによる地域特性に応じた適正な土地利用を推進し、市民

が魅力を感じ、楽しめる中心市街地、商店街等を形成し、賑わいを創出していくこと

が求められています。 

○ また、市内には豊かな自然環境と風土が生み出す自然的景観と、受け継がれてきた

貴重な城下町としての文化的景観があります。今後も歴史的資源や自然の恩恵を維持

し、次代へ継承していくための景観形成や保全のための取り組みが必要です。 

○ さらに、今後の都市形成においては、社会構造の変化や価値観の多様化に伴い、従

来まで重視された機能性・利便性に加え、緑を効果的に取り込んだ潤いと快適性のあ

る都市環境づくりが求められています。 

 
図表 土地利用・景観に係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

公共用地への樹木
植栽累積本煤 

63 426 922 980 1,031 

 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 市域が適切に管理・活用され、城下町らしい景観と美しい自然景観が保全され

たコンパクトなまちを目指します。 

土地利用の明確化と適切な規制を進めるとともに、都市機能を集積するコンパク

トなまちづくりを推進し、中心市街地の活性化を図ります。さらに、城下町の雰囲

気を醸し出すまちなみの整備と美しい自然景観の保全・活用を推進し、魅力的な景

観形成を推進します。 

 
 

 
■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

3-2-1 適切な土地利用の推進 担当課：財政課、総合政策課、都市計画課 

○ 国土利用計画法及び土地利用関係法の適切な運用により、基本方針に基づく計画的

な土地の利用を図るとともに、地籍調査事業により地籍情報を明らかにし、土地資

産保全及び課税の適正化等を推進します。 
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3-2-2 コンパクトなまちづくりの推進 担当課：総合政策課、商工課、都市計画課 

○ 中心市街地活性化基本計画事業を推進するとともに、市街地の空き地や空き家、空

き店舗等を有効活用し、まちなか居住を促進するなど、買い物や医療・福祉等の生

活サービスや地域活動を集めた中心市街地を核とした密度の濃いコンパクトなま

ちづくりを推進します。 

○ まちづくりを担う民間組織の（仮称）まちづくり会社の設立等を検討するとともに、

新文化複合施設（図書館・市民ギャラリー）を利活用し、イベントや催事によるま

ちなかの賑わいを創出します。 
 

3-2-3 魅力ある景観形成の推進 
担当課：環境生活課、観光課、農林課、都

市計画課、社会教育・体育課 

○ 良好な景観形成を推進するとともに、名所・旧跡等の歴史・文化的景観資源を有効

活用し、市民との協働で整備・保存するなど、城下町らしい景観の形成を推進しま

す。 

○ 景観に配慮した看板等の設置を推進し、市民が暮らしやすく、誰もが訪れたいと感

じる都市空間形成を推進します。 

○ 都市公園の適正な整備、維持管理を推進するとともに、花と樹木におおわれたまち

づくりを推進します。 

○ 吾妻山や斜平山等の森林や最上川や鬼面川等の河川環境を保全するとともに、良好

な景観が形成された都市空間の整備を推進します。 

 

■主な事業  中心市街地活性化基本計画事業 景観形成事業、花と樹木におおわれたまちづくり
事業 

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民・事業者）法令を遵守し、土地を有効に活用しましょう。 

・（市民）自然を大切にし、地域の景観は皆で守りましょう。 

 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 
花と樹木におおわれたまちづくりモデル事

業累積参加者数 
H26 4,100 人 8,800 人 都市計画課 

2 公共用地への樹木植栽累積本数 H26 1,074 本 1,320 本 都市計画課 
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施策３-３ 利便性の高い道路・交通網の整備 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 平成 29 年度に供用開始が予定されている東北中央自動車道福島‐米沢北インター

チェンジ間の開通により交流人口の増加が期待されることから、市内への円滑なアク

セス機能の向上を図る必要があります。また、周辺地域に繋がる幹線道路についても

計画的に整備を進めることが重要です。 

○ 市道等の市内道路については、自転車や歩行者などの交通弱者に配慮した道路の整

備を進めるとともに、計画的な修繕や改修工事を行い、長寿命化を図る必要がありま

す。 

○ 本市では、市民の身近な交通手段の確保を図るため、バス事業者に対する運行費の

補助や市民バスの運行を行っていますが、より利便性を高めるため、既存の運行経路

の検討やバス路線のない地域におけるデマンド型交通の導入など、地域の実情に合わ

せた公共交通の推進が求められています。 

○ 鉄道については、利用者の利便性向上を図るため、山形新幹線、奥羽本線、米坂線

の乗り継ぎの待ち時間短縮等に繋がるダイヤの見直しなどを関係機関に働きかけてい

く必要があります。 

図表 道路・交通網に係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

市道数 1,567 路線 1,571 路線 1,582 路線 1,595 路線 1,598 路線 

市道延長 703.59㎞ 704.45㎞ 707.92㎞ 712.35km 712.79㎞ 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 快適な交通環境が整備され、市民が円滑に移動できるまちを目指します。 

 

地域間交流を促す広域交通網の整備促進と合わせて、市内道路の整備を推進し、利

便性の高い道路の整備を進めます。また、公共交通機関を充実させ、誰もが移動しや

すい多様な交通基盤の整備を推進します。 
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■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

3-3-1 道路交通網の整備促進 担当課：土木課、都市計画課 

○ 東北中央自動車道及びアクセス道路の建設促進活動を行うとともに、米沢～米沢北

間への追加インターチェンジの設置を支援します。 

○ 広域交通網の充実を図るため、周辺地域間を結ぶ国道、県道などの主要道路の整備

を促進します。 
 

3-3-2 市内道路の整備の推進 担当課：土木課、都市計画課 

○ 円滑な道路交通網を構築するため市街地環状線の整備を促進するとともに、まちな

かの回遊性や利便性を高めるための道路整備を推進します。 

○ 生活道路の利便性向上と安全性の確保を図るため、交差点等の道路改良や歩道整備

を推進します。 

○ 道路等の維持管理・更新費用を平準化し、計画的な対策を推進します。 
 

3-3-3 公共交通機関の充実 
担当課：総合政策課、環境生

活課 

○ 市民バスの利便性向上を推進し、公共交通機関の充実を図るとともに、デマンド型

交通などの新たな公共交通システムの導入を推進します。 

○ 鉄道やバスの利便性向上に向けて事業者へ要望します。 
 

■主な事業  東北中央自動車道建設促進事業、市道整備事業、道路橋りょう長寿命化事業、 
公共交通システム整備事業 

 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）道路事業への関心を高め、事業計画立案へ積極的に参加しましょう。 

・（市民）公共交通機関を積極的に利用しましょう。 

 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 道路網の歩道延長 H26 99.12km 100.66km 土木課 

2 長寿命化対策を実施した橋梁の割合 H26 
2% 

(5/306) 

15% 

(45/306) 
土木課 

3 都市計画道路の整備状況 H25 39.6% 41.1% 都市計画課 

4 道路の改良延長（供用開始延長） 
H22～
H26 

3.84km 2.34km 土木課 

5 
市民一人あたりの年間公共交通利用回

数 
H26 3.3 3.5 環境生活課 
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施策３-４ 安全な水の供給と水環境保全の推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 本市の水道事業は、人口減少や節水機器の普及などにより水需要の減少が見込まれ

ているとともに、配水管等の更新時期を迎えていることから、将来にわたり、事業を

安定的に継続していくための対応が求められています。また、いつでも市民が安心し

て安全な水を利用することができるよう、水道水の水質の安全性を高めるとともに、

安定した供給体制をつくっていくことが必要です。 

○ 本市は最上川の最上流部に位置し、河川の水質を保全していく責務があることから、

今後も引き続き、公共下水道の適正な整備、維持管理と合併処理浄化槽設置の推進に

努めるとともに、公共下水道整備区域内においては早期の接続を働きかけていくこと

が必要です。 

○ 消雪用として利用される地下水の揚水による地盤沈下を抑制するため、適正な揚水

を促進するなど地下水を保全する対策が求められています。 

 
 

図表 上下水道に係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

上水道基幹管
路の耐震化率 

12.6 13.3 13.3 14.1 13.9 13.9 

下水道普及率 57.3 59.0 60.2 61.6 62.7 63.3 

水洗化率 80.5 81.5 82.4 83.4 84.2 85.2 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 安全で良質な水が、将来にわたって安定的に供給されるとともに、生活排水が

適切に管理されたまちを目指します。 

 

安全で良質な水道水を供給するとともに、河川等の水質保全のため、生活排水対策

の充実を図ります。 
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■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

3-4-1 安全な水道水の安定供給 担当課：水道部 

○ 安全な水道水を供給するため、施設の整備や適正な水質検査を実施することによ

り水源から末端給水栓までの水質の安全性を高めます。 

○ 施設の更新時に水需要予測などから施設能力の見直し等を行い、適正な規模での更

新や耐震化等の施設整備を推進します。 
 

3-4-2 生活排水対策の充実 担当課：下水道課 

○ 管きょや終末処理場などの適正な整備と維持管理を推進し、供用開始区域内におけ

る公共下水道等への接続を促します。 

○ 下水道計画区域外及び農業集落排水事業処理区域外での合併処理浄化槽の設置を

推進するとともに、浄化槽設置者に対する適正な維持管理の指導を実施します。 
 

3-4-3 河川の水質保全 担当課：環境生活課、下水道課 

○ 最上川など身近な水辺環境の美化と河川の水質保全を図るための啓発活動を推進

します。 
 

3-4-4 地下水の保全 担当課：環境生活課 

○ 米沢地区地下水利用対策協議会と連携して適正な揚水に向けた啓発活動を推進す

るとともに、雨水浸透ますの設置などによる地下水の人工かん養、地下水の散水に

依存しない消雪・融雪システム等の研究、開発を進め、効果的な地下水の保全対策

を推進します。 
 
 

■主な事業  舘山浄水場施設整備事業、下水道管渠整備事業 

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民、事業者）各家庭や事業所での適切な水の利用を心掛けましょう。 

・（市民）供用区域内では下水道及び農業集落排水事業に加入しましょう。 

 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 
主な河川の水質汚濁に係る環境基準達

成率ＢＯＤ 
26 100% 100% 環境生活課 
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施策３-５ 様々な情報とつながる環境づくりの推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 高速情報通信網（ブロードバンド）が普及し、電子商取引をはじめとする経済活動

や、地理的制約を超えた新たなコミュニケーションの形成など、インターネット等の

情報通信ネットワークを利用したサービスが市民生活の様々な分野に広く浸透してき

ています。今後は、多様化したサービスの普及により更なる情報量の増大が予想され、

光回線をはじめとする超高速情報通信網の整備が求められています。 

○ 情報通信技術の急速な進展は、経済分野だけにとどまらず、市民生活や教育、ある

いは労働環境等の社会におけるさまざまな側面で大きな影響を与えています。現在、

各分野において、進行している情報通信ネットワークの活用を着実かつ継続的に推進

させ、これらを効果的に利活用していくことが、今後の市の発展に必要不可欠です。 

○ 一方、情報通信ネットワークに関する知識・技術及び機会の差等に起因する情報入

手の量や質などの格差（デジタル・デバイド）や大量の情報が流失、流出するなどの

危険性も指摘されていることから、情報教育の一層の充実が求められています。 

○ 今後は、情報通信ネットワークの安全性を確保しながら、行政情報提供の充実に努

めるとともに、本市における地域間の情報格差の解消を図る必要があります。 

 
図表 情報通信に係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

市の電子申請可能手続数 8 10 13 7 7 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 市などの情報が分かりやすく提供されており、生活に必要な情報が誰でも簡単

に手に入れられるまちを目指します。 

 

行政や地域の情報を活用できる情報通信環境を整備するとともに、情報通信ネット

ワークを活用できる能力向上のため、教育環境を充実させます。また、電子申請等を

活用した行政サービスの提供を推進します。 
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■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

3-5-1 情報通信基盤の整備 担当課：総合政策課 

○ 地域間の情報格差の解消を図るとともに、情報通信技術の発展に適切に対応できる

環境整備を推進します。 
 

3-5-2 情報教育の推進 
担当課：社会教育・体育課、 

学校教育課 

○ 高等教育機関と連携し、市民に対する情報教育を充実させるとともに、学校教育に

おける情報教育環境の整備を推進します。 
 

3-5-3 電子自治体の推進 担当課：総務課、総合政策課 

○ ホームページ等を利用して行政情報を分かりやすく積極的に発信するとともに、電

子申請などを活用した行政サービスを充実させます。 

○ 情報通信ネットワークにおける個人情報の保護や安全対策を推進します。 

○ 複数の地方公共団体が共同で情報システムを利用する自治体クラウドの推進に取

り組みます。 
 

■主な事業 地方税電子申告システム運用事業、ＩＣＴを活用した学校教育情報化の推進  
マイナンバー制度の活用推進 

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）情報利活用の技術を習得し、積極的な情報受発信を行いましょう。 

・（事業者）個人情報保護など情報管理を徹底しましょう。 

 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

１ 市の電子申請可能手続数 H26 7 14 総合政策課 
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施策３-６ 環境にやさしいまちづくりの推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 国の第四次環境基本計画（平成 24 年 4月 27日閣議決定）において長期的な目標と

して、2050年までに 80％の温室効果ガスの排出削減を目指すこととしており、本市に

おいても温室効果ガスのうち、大きな割合を占める二酸化炭素の排出を削減し、低

炭素社会に向けた取り組みを進めていく必要があります。 

○ 東日本大震災に伴う電力供給不足に代表されるように安定的なエネルギー供給が当

たり前という前提が大きく揺らいだことで、再生可能エネルギーへの注目が高まって

いることから、環境保全の視点とともに、防災分野などの視点からも環境への負荷が

少ない再生可能エネルギーや省エネルギーの普及拡大を推進していく必要があります。 

○ 本市の雄大な自然環境を守るためには、環境を汚染する公害の防止に努めるととも

に、環境への負荷を抑えた暮らし方を意識し、ごみの減量化などによる省資源・循環

型社会への転換を推進するとともにごみの適正な回収を図る必要があります。また、

市外からの一般廃棄物の搬入量を抑制するとともに不法投棄の防止対策を推進する必

要があります。 

○ 斎場については、周辺住民の生活環境にも配慮しながら、適切な維持管理に努める

必要があります。 

 
図表 環境に係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

ごみの収集量 24,451t 23,592t 24,538t 24,777t 24,763t 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 豊かな自然環境と共生した良好な環境の中で生活が営まれている、市民が住み

よいまちを目指します。 

 

恵まれた豊かな環境を守るため、環境保全意識の高揚を図るとともに、エネルギー

の有効利用を促進し、公害防止の取り組みを推進します。また、省資源・循環型社会

の構築を目指し、排出されたごみの適正な収集運搬に努めるほか、不法投棄防止の取

り組みを推進します。 
 
 

 
■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

3-6-1 環境保全意識の高揚 担当課：環境生活課 

○ 環境についての情報を知る機会を増やし、市民生活と環境との関連について学習す
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ることにより、市民の環境保意識の高揚を促進します。 
 

3-6-2 低炭素社会の推進 担当課：総合政策課、環境生活課 

○ 再生可能エネルギーの導入を推進するほか、街路灯のＬＥＤ化や電気自動車（ＥＶ）

やプラグインハイブリッド自動車（ＰＨＥＶ）の普及を促進し、省エネルギーを推

進します。 
 

3-6-3 公害の防止 担当課：環境生活課 

○ 騒音、振動、悪臭等に関し、公害を防止するため、法令に基づいた指導を強化する

とともに、発生時の早期対応体制の整備を推進するなど、市民の生活環境や健康を

守る取り組みを推進します。 
 

3-6-4 省資源・循環型社会の構築 
担当課：環境生活課、社会教育・体育

課、学校教育課 

○ 自然環境に対する負荷の軽減を図るため、３Ｒの推進など、環境に配慮した資源の

循環的利用を促進します。 

○ ごみの減量化と再資源化を推進するため、家庭、学校、社会での環境教育を充実さ

せるとともに、地区衛生組合の組織機能の強化を促進します。 
 

3-6-5 ごみの適正収集運搬・不法投棄防止 担当課：環境生活課 

○ 適正な収集回数について検討するとともに、分別方法など情報提供を強化します。 

○ ごみの不法投棄の防止体制を強化し、適正に収集及び処分されるよう環境を整備し

ます。 
 

3-6-6 斎場の整備 担当課：環境生活課 

○ 施設の計画的な改修と適正な維持管理を推進します。 
 

■主な事業 ごみ減量化・リサイクル推進事業、河川水質保全事業、再生可能エネルギー普及事業 

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）ごみの減量化と再資源化を図るため、適正なごみの分別を徹底しましょう。 

・（市民）水や緑の自然に親しみ、草木の恵みに感謝し、その役割を理解しましょう。 

・（事業所）商品の生産、販売段階でごみになるものを積極的に減らしましょう。 
 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 市民１人 1 日当たりの家庭ごみ排出量 Ｈ26 500ｇ 490ｇ 環境生活課 
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第４章 子育てと健康長寿を支えるまちづくり 

 

施策４-１ 誰もが元気で健やかに暮らすまちづくりの推 
進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 本市の死因別死亡状況は、平成 2年から 20年以上悪性新生物（がん等）による死亡

者が常に１位であり、これを含め心疾患や脳血管疾患は上位３位までを占めています。

これらの原因となる生活習慣病を予防するため、早期発見・早期治療にむけて特定健

診やがん検診の受診率の向上を図るとともに、生活習慣の改善、健康意識の高揚を図

る必要があります。 

○ 感染予防として、予防接種は、感染症の流行を防ぎ、社会全体また個人の健康を維

持・管理していく上で重要な役割を担っています。今後も、予防接種に関する正しい

情報の提供と知識の普及、予防接種を受けやすい体制づくりを進める必要があります。 

○ 現在、保健・医療・福祉の取り組みは、それぞれの制度に基づいて実施されていま

すが、急速な高齢化の進行や疾病構造の変化等に対応し、できる限り住み慣れた地域

や家庭で健康な生活を送ることができるようにするためには、相互に連携し、地域全

体で市民の健康をフォローしていく体制をつくる必要があります。 

 
図表 健康に係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

特定健診受診率 20.9% 21.8% 27.2% 27.9% 30.1% 

（法定報告） 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 市民一人ひとりがいきいきと暮らし、運動や食を通した健康への意識が高い、

健康増進のまちを目指します。 

 

市民の健康づくりのため、健康意識の高揚を促進するとともに、特定健診とがん検

診の受診率向上を図ります。また、生活習慣病予防と感染症予防を促進し、市民の健

康維持を推進します。 

 

 
■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

4-1-1 健康意識の高揚 
担当課：健康課、農林課、 

学校教育課 
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○ 食育の推進や健康教室等を充実させ、健康への意識づけを推進します。 

○ 個人の健康づくりを支援し、健康への意識を高めるとともに、既存の地域組織等と

の連携を深め、市民の健康づくりを推進します。 

○ 健康診査等の必要性について啓発し、受診率向上を図るとともに、疾病の早期発

見・早期治療に努め、市民の健康づくりを推進します。 
 

4-1-2 生活習慣病予防の推進 
担当課：健康課、社会教育・

体育課 

○ 食生活改善や生活習慣の定着などによる一次予防に重点を置いた対策を推進する

とともに、合併症の発症や症状の重症化を防ぐ対策を推進します。 

○ 生涯スポーツやレクリエーションの普及を推進するなど、健康維持活動を推進しま

す。 
 

4-1-3 感染症予防の推進 担当課：健康課 

○ 予防接種の励行及び接種率の向上を目指し、対象者への周知徹底や啓発活動など、

感染症予防の体制づくりを推進します。 

 

4-1-4 健康推進体制の整備 担当課：健康課 

○ 医療、福祉、介護等の必要なサービスを切れ目なく提供する体制づくりを推進しま

す。 

○ 米沢栄養大学の健康と栄養に関するシンクタンク機能を活用して効果的な食育の

推進、重症化予防等の保健活動を推進します。 
 

■主な事業 食育推進事業、がん検診事業、市民健康づくり運動事業、感染症予防事業 

 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）定期的に健診を受けましょう。 

・（市民）バランスの良い食事や適度な運動を心がけ健康づくりに努めましょう。 

 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 特定健診受診率 H25 30.1% 60.0% 健康課 

2 予防接種率（麻しん・風しん） H25 93.9% 98.0%以上 健康課 

３ 主要５大がん検診受診率 H26 17.7%～29.7% 各 50%以上 健康課 

4 健康教室受講者数 H25 1,175 人 2,000 人 健康課 

主要 5 大がん H26 検診受診率 胃がん 17.7% 大腸がん 26.6% 肺がん 25.7% 子宮頸がん 29.7% 乳がん
27.6% 
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施策４-２ 安心して生み育てることができるまちづくり
の推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 全国的に少子化が進行する中で、本市においても合計特殊出生率が平成 25年に初め

て全国平均を下回り、年間出生数も 600 人程度と年々減少傾向が見られ、少子化が進

行しています。 

○ 社会全体を見ても、社会経済の不安や未婚化、晩婚化といった結婚観の変化や、核

家族化の進行、共働き家庭の増加、地域関係の希薄化など、子どもと子育て家庭を取

り巻く環境は大きく変化しています。 

○ 本市では、子ども・子育て支援新制度の施行に伴う新たな計画の策定や、各種健康

診査、母子保健、予防接種等の保健サービスの実施とともに、福祉医療制度の拡充や

病児保育の開始など、子育てしやすい環境づくりに取り組んでいます。また、子ども・

子育て支援新制度により、認定こども園の普及が図られることから、本市においても

導入園に対しての支援を充実させるなどの取り組みが求められています。 

○ 今後、出生数を増加させるため、子育ては社会にとって重要であるとの認識に立ち、

地域で子どもたちを見守り、育てていくという意識づくりや子育ては本来楽しいもの

であると思える子育て支援制度の充実を図るほか、婚活支援対策を推進することなど

により、将来親となり子どもを生み育てていく人を増やしていく必要があります。 

 
図表 子育て環境に係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

出生数 661 人 714人 693人 651人 608人 

認可保育所定員
数 1,117 人 1,207 人 1,207 人 1,220 人 1,315 人 

 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 若者が安心して子どもを産み育てられ、地域の中で子どもが健やかに成長でき

るまちを目指します。 

 

子育て中の親が安心して働ける環境の整備を進めるとともに、保育所などの充実や

子育て支援体制の強化を図ります。さらに、母子保健の充実と、児童福祉やひとり親

への福祉を充実させ、安心して子育てできる環境づくりを推進します。また、これか

ら親になる若者等への支援を充実させます。 
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■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

4-2-1 就学前の子どものための教育・保育の充実 担当課：こども課 

○ 子育て支援を総合的に推進するため、認定こども園への施設型給付費の支給や新た

に認可を受け認定こども園となる幼稚園の施設整備に対する支援等を行うほか、認

可・認定を受けるための支援を行います。 

○ 幼稚園や保育所、認定こども園などの児童施設と小学校などの連携や交流を促進し、

小学校段階へスムーズに移行できる体制づくりを推進します。 
 

4-2-2 子育て家庭に対する支援 
担当課：こども課、健康課、

社会教育・体育課 

○ 子育て支援医療給付事業の実施などにより、子育て家庭の経済的負担軽減を推進し

ます。 

○ 子育てと仕事などの両立を会員相互で支えるファミリー・サポート・センターや子

育て親子の交流や集いの場を提供する地域子育て支援センターの機能の充実を図

るほか、利用者支援員配置の促進を図り、地域における子育てに関する情報提供や

相談体制を充実させるとともに、男性の積極的な育児への参加を促進します。 

○ 母子・父子自立支援員、家庭児童相談員による相談体制を強化します。 

○ ひとり親家庭等医療給付事業、児童扶養手当の支給を行うほか、母子父子寡婦福祉

資金貸付制度を適切に運用します。 
 

4-2-3 放課後における児童の安心・安全な居場所の整備 
担当課：こども課、 

社会教育・体育課 

○ 放課後児童クラブの施設が適正な保育環境となるための指導・監督を行います。 

○ 国の放課後子ども総合プランに基づき、放課後児童クラブと放課後子供教室の今後

のあり方について検討します。 
 
 

4-2-4 安心して働ける環境の整備 担当課：こども課、商工課 

○ 仕事と子育ての両立支援ができる職場環境づくりの啓発活動を推進するほか、育児

中や子育て後の再就職についての支援を行います。 

○ 事業所内保育所の設置を促進するなど、企業における子育てしやすい環境の整備に

向けた取り組みを推進します。 

○ 保育所における病児保育を実施するなど、働く保護者の支援を行います。 
 

4-2-5 子どものすこやかな成長に対する支援 
担当課：こども課、健康課、

学校教育課 

○ 乳幼児健診や相談等事業を通し親子関係の形成、親も含めた心身の健康づくりの大

切さなど情報提供を行いながら、乳幼児の健やかな発育・発達、育児不安を軽減す

るための支援を行います。 

○ 医療機関等と連携を強化し、必要時は妊娠期から支援を行い、妊娠期からの切れ目



- 41 - 

 

ない支援とともに、乳児家庭全戸訪問事業など家庭訪問を通して母親に対する適切

な支援を行います。 

○ 地域、医療機関、学校などとの連携を強化し児童虐待を防止するとともに、虐待を

受けた子どもへのケアや再発防止に向けて父母等への支援を強化します。 

○ 既存の公共施設を利用するなどし、天候にかかわらず、親子で遊べる屋内施設の整

備を検討します。 
 

4-2-6 結婚や出産に結びつく支援 
担当課：健康課、商工課、社会教育・体育課、 
    農業委員会 

○ 婚活イベント等の出逢いの機会づくり事業を実施するほか、特定不妊治療費助成事

業等の結婚や出産に結びつく取り組みを推進します。 
 

■主な事業 子育て支援医療給付事業、特定不妊治療費助成事業、子育て支援施設整備事業 
           放課後子ども総合プラン事業、地域子ども・子育て支援事業 

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）男女が共同して家事や育児の役割を担いましょう。 

・（市民）家庭や保護者としての役割と責任を自覚し、子育てを行いましょう。 

・（市民）地域の子どもたちに関心を持ち、子どもたちの健全で安全な育成に協力しまし

ょう。 

・（事業者）子育てしながら安心して働ける労働環境を整備しましょう。 

・（事業者）育児休業制度など育児を支援する制度の周知を図り、利用を促進しましょ

う。 
 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 市内認可保育所入所定員数 H26 1,360 人 1,350 人 こども課 

2 
認定こども園への移行施設数/利
用定員数 

H26 0 ヶ所/0 人 5ヶ所/1,450人 こども課 

3 
保育所の待機児童数 

（１０月１日現在） 
H26 38 人  0人  こども課 
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施策４-３ 生きがいを持って高齢期を過ごす長寿のまちづくり

の推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 平成 25年 10月 1日時点における全国の総人口に占める 65歳以上の高齢者人口の割

合を示す高齢化率は 25.1％となっており、本市における同時点での高齢化率は国の水

準を上回る 27.0％となっています。また、国立社会保障・人口問題研究所が平成 25

年に行った推計によると平成 37 年には本市の高齢化率が 32％を超えることが見込ま

れ、3人に 1人が 65歳以上という超高齢社会になることが予想されています。加えて、

家族構成の変化、人々の価値観、扶養意識の変化に伴い、ひとり暮らしの高齢者や高

齢者夫婦世帯の増加が見込まれます。 

○ このようなことから、高齢者が住み慣れた地域で、健康でかつ有意義に暮らすため、

地域での助け合い活動の促進や在宅福祉サービスの充実を図るとともに、社会活動や

生涯学習活動等を通しての生きがいづくりを推進することも必要です。また、高齢者

の豊富な知識や経験を活かすため、就業機会の確保等により高齢者の社会参画を促す

ことも必要です。 

○ 介護保険制度については、各地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを構築する

ため、介護給付など対象サービスの充実をはじめ、在宅医療・介護連携の推進や認知

症施策、生活支援サービス、介護予防の取り組みを推進するとともに、介護が必要と

なった高齢者に対し適切な支援を行っていくため、円滑な運営を推進する必要があり

ます。 

 
図表 年齢区分別要介護認定者数の状況等 

 H21 H22 H23 H24 H25 

第 1号被保険者 3,851 人 4,002 人 4,124 人 4,308 人 4,405 人 

 
65 歳以上 75 歳未満 386人 476人 396人 404人 397人 

75 歳以上 3,465 人 3,590 人 3,728 人 3,904 人 4,008 人 

第 2号被保険者 98 人 100人 100人 97 人 94 人 

計 3,949 人 4,102 人 4,224 人 4,405 人 4,499 人 

要介護認定率 17.4％ 18.0％ 18.6％ 19.1％ 19.3％ 

 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 高齢者が尊厳を保ちながら、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けること

ができるまちを目指します。 

高齢者の生きがいづくりや社会参加への支援を促進するとともに、高齢者福祉の

充実を図ります。また、介護保険の充実を図り、高齢者がいきいきと暮らすまちづ
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くりを推進します。 

 

 
■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

4-3-1 社会参加と生きがいづくりへの支援 担当課：健康課、高齢福祉課 

○ 高齢者の知識や経験を活かすことなどにより、高齢者の就業機会の確保やボランテ

ィア活動への参加、健康づくりのためのスポーツ活動への参加を促進します。 

○ 高齢者向けの学習や発表の機会を充実させるとともに、子どもと高齢者や高齢者同

士などの交流活動の促進などにより、生きがいづくりを支援します。 
 

4-3-2 地域で暮らすための支援 担当課：健康課、高齢福祉課 

○ 高齢者が住み慣れた地域で、健康でかつ有意義に暮らすため、地域包括支援センタ

ーの機能充実を図り、介護、予防、医療、生活支援等のサービスが包括的、継続的

に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を目指した取り組みを推進するとと

もに、ひとり暮らし高齢者などを地域で支えあう仕組みづくりを推進します。 

○ 成年後見制度の啓発及び後見人の育成を推進します。 
 

4-3-3 介護保険制度の円滑な運営 担当課：高齢福祉課 

○ ケアマネジャーや介護職員などの能力向上に向けた研修会や、介護予防教室の開催

などにより介護予防を推進し、保険給付と負担の均衡を確保し健全な財政運営を推

進します。 

○ 介護サービスの質の向上を図るとともに、相談体制を強化します。 
 

■主な事業 生きがいと創造の事業、介護予防事業 

 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（高齢者）自らの知識や経験を活かしたボランティア活動などに参加しましょう。 

・（市民）隣近所の高齢者への声掛けや見守りを行いましょう。 

・（市民）常に健康の保持増進に努めましょう。 
 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 シルバー人材登録者数 H26 449 人 600 人 高齢福祉課 

2 老人クラブの加入者数 H26 1,804 人 2,000 人 高齢福祉課 

3 
通所型・訪問型介護予防事業によるプ

ログラム参加者数 
H26 226 人 265 人 高齢福祉課 
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施策４-４ 誰もが自立を目指せる環境の整備 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 近年の高齢化の進展に伴い、高齢期における障がい者が増加するとともに、家族構

成の変化や人々の価値観の変化等によって家族の介護力の低下が指摘されています。 

○ 障がい者の社会参加と自立を促進するためには、障がい者の権利を尊重しながら、

生活環境の整備や相談・就労支援等の各種施策を関係機関と連携して進めることによ

り、社会参加を制限する様々な障壁を解消する必要があります。また、スポーツや生

涯学習活動への参加や地域での助け合い活動を促進し、障がい者が自分らしくいきい

きと暮らせる社会を構築する必要があります。 

○ 障がいのある人と障がいのない人が分け隔てなく、共に社会を構成する一員として

等しく社会に参加できる環境をつくるため、障がい者についての理解を深めるための

福祉教育の充実やボランティア活動に関する情報提供を充実させることも必要です。 

 
図表 障害者（児）手帳交付状況 

 H21 H22 H23 H24 H25 

身体障害者手帳 3,489 3,536 3,523 3,576 3,593 

療育手帳 532 550 564 583 597 

精神障害者保健
福祉手帳 324 293 340 359 409 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 障がい者が地域で自立して暮らせるまちを目指します。 

 
 

障がい者の社会参加と自立の促進を支援するとともに、障がい者福祉の充実を図り

ます。また、福祉意識の向上を図り、障がい者が住みよいまちづくりを推進します。 
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■■ 施策での取り組み■■ 
 

  
 

4-4-1 自立に向けた就労支援・社会参加支援 担当課：社会福祉課、商工課 

○ ハローワークや企業などと連携した障がい者就業機会の確保や、福祉的就労に関す

るサービスの充実とともに、文化、スポーツ、レクリエーション活動などへの参加

を促進します。 

○ 障がいに応じたサービスや自立に向けた支援についての相談体制を強化するとと

もに、手話奉仕員や様々なボランティアなどの人材の育成等を行うほか、日常生活

用具や補装具の支給や貸与を推進します。 
 

4-4-2 障がい者福祉の充実 担当課：社会福祉課 

○ 在宅福祉サービスを充実させるとともに、通所型サービス提供施設等の福祉施設の

整備を促進します。また、障がいのある人に対して、必要な情報をわかりやすく提

供します。 

○ 総合療育訓練センターの機能を有する機関の誘致や、障がい児（発達障がいも含む）

に対するサービスの機能充実及び強化を推進します。 
 

4-4-3 福祉意識の向上 担当課：社会福祉課 

○ 障がいのある人への市民の理解を深めるための啓発を推進します。 
 

■主な事業  障がい者自立支援給付事業、地域生活支援事業、障がい児通所支援事業 

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）ボランティア活動に積極的に参加しましょう。 

・（市民）障がいのある人への理解を深めましょう。 

・（事業者）障がい者を積極的に雇用しましょう。 
 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 就労支援による一般就労者数 H26 7 人 22 人 社会福祉課 

2 
障がいのある人への偏見や差別又は配

慮のなさがあると思う市民の割合 
H26 67.5% 30% 社会福祉課 

4 グループホームの利用者数 H26 97 人 105人 社会福祉課 
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施策４-５ 身近な支え合いのあるまちづくりの推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 少子高齢化や都市化、核家族化の進展、人々の価値観の多様化などによって、地域

における共同体意識が希薄化し、社会から孤立してしまう人が増え、ひきこもりや孤

独死が発生するなど、地域での助け合いや支え合いの機能が低下してきていると言わ

れています。 

○ 一方で、地域の生活課題や福祉へのニーズは、多様化、重層化し、公的な福祉サー

ビスの提供だけで対応することは困難になってきていることから、市民一人ひとりが

地域福祉に関わっていく仕組みづくりを進めるとともに、地域団体、福祉事業者、行

政等がそれぞれに担うべき役割を明確にしながら、連携して地域福祉活動に取り組む

ことが求められています。 

○ このため、福祉活動に関する情報提供などにより地域における福祉意識の醸成を図

るとともに、地域福祉活動の拠点となる場づくりの支援や社会福祉協議会等の関係機

関、民生委員・児童委員、地域内の自治組織、ボランティア等の連携を促し、課題解

決のための地域福祉のネットワークを拡充するほか、地域福祉活動を推進する担い手

を養成する必要があります。 

 
図表 地域活動状況の推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

社会福祉協議会が設置する 
ボランティアセンター登録者数 

914人 963人 939人 856人 967人 

社会福祉協議会が設置する 
ボランティアセンター登録団体数 

56 団体 61 団体 65 団体 66 団体 71 団体 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 市民一人ひとりが地域の一員として他人を思いやる心を高め、共に助け合い、

支え合うまちを目指します。 

 

地域における福祉意識の醸成を図りながら、地域福祉活動の場を整備するとともに、

地域での支え合いネットワークの構築によって連携づくりを促進します。また、地域

福祉活動の担い手となる人材や団体の育成や支援体制の整備に努め、福祉サービスの

向上を推進します。 
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■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

4-5-1 地域福祉活動の担い手となる人材や団体の育成 担当課：社会福祉課 

○ 地域福祉活動の担い手となる人材や団体を育成するための研修や活動への参加機

会をつくるとともに、協働により福祉活動を行うための仕組みづくりを推進します。 

○ 福祉に関する学習会や講習会の開催を推進し、福祉に対する理解や支え合いの意識

を醸成します。 
 

4-5-2 地域福祉活動の場の整備 担当課：社会福祉課 

○ 地域福祉活動の場として空き家、空き店舗等の活用を検討します。 
 

4-5-3 地域福祉活動の推進と活動団体への支援 担当課：社会福祉課、 

○ 民生委員・児童委員やボランティアなどの地域福祉活動団体の活動を支援します。 

○ 災害が発生した際に自力で避難することが困難で、地域での支援が必要な方々に対

し、地域における日頃の見守り活動を推進します。 
 
 

■主な事業 市民福祉大会の開催、避難行動要支援者支援事業 

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）地域福祉活動に積極的にかかわりましょう。 

・（市民）福祉に関する学習会や講習会に積極的に参加しましょう。 

 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 
社会福祉協議会が設置する 

ボランティア登録者数 
H26 1,089 人 1,150 人 社会福祉課 

2 
社会福祉協議会が設置する 

ボランティア登録団体数 
H26 68 団体 75 団体 社会福祉課 

3 福祉協力員設置数 H26 1,776 人 1,820 人 社会福祉課 
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施策４-６ 適切な医療を受けられる環境の整備 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 本市を取り巻く地域医療体制については、全国や県と比較しても人口規模に対して

の医療機関数は少なく、医師及び看護師も少ない状況にあります。 

○ かかりつけ医の普及や地域の医療機関の連携を推進するなど地域医療体制の強化と

救急医療の充実を図る必要があります。 

○ 市立病院が地域の中核的な病院として地域住民の期待に応え、良質な医療を継続的

に提供していくために必要な医師や看護師などの人材確保や、老朽化・狭隘化した病

院の建替えを含め高度医療機器の導入など、市立病院の機能充実を図っていく必要が

あります。 

 
図表 医療体制に係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

市内医師数 163 162 159 165 167 

市内看護師数 937 951 967 990 1,038 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 安心して地域医療を受けることができるまちを目指します。 

 
 

地域の中核的な病院として市立病院の機能充実と経営基盤の強化に努め、地域の医

療機関との連携により地域医療体制の強化と救急医療の充実を図ります。 
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■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

4-6-1 地域医療体制の強化 
担当課：健康課、市立病院医事課、 

市立病院地域医療連携室 

○ かかりつけ医の普及を推進するとともに、置賜地域医療情報ネットワークシステム

（OKI-net）等の医療情報ネットワークを推進することなどにより、他の医療機関

や福祉・介護施設との連携を強化します。 

○ 周産期医療や母子救急医療体制を強化します。 
 

4-6-2 市立病院の機能充実 担当課：市立病院総務課、市立病院医事課 

○ 老朽化した病院施設の建替事業を推進するともに、医療機器の更新及び新たな医療

分野に必要な高度医療機器の整備を図るほか、患者の診療ニーズに対応した診療科

目の設置を推進します。 

○ 大学医局への派遣依頼、医学生及び看護学生に対する奨学資金貸付制度の継続など

に取り組み、医師及び看護師の人材確保を推進するとともに、米沢市立病院中長期

計画の適切な見直しを実施し、健全経営に努めます。また、地方独立行政法人への

移行を含めた経営形態を検討します。 
 

4-6-3 救急医療の充実 
担当課：健康課、市立病院総務課、 

市立病院医事課 

○ 休日や夜間の病院群輪番体制の維持とともに、平日夜間・休日診療所を運営します。

また、入院や手術を要する重症の救急患者の受け入れ体制の拡充を推進します。 
 

■主な事業  市立病院建替事業 

 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）かかりつけ医を持ちましょう。 

 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 
開業医と市立病院の連携が図られている

割合 
H26 

紹介率 44.0％ 

逆紹介率

62.1％ 

紹介率 48.0％ 

逆紹介率

65.0％ 

市立病院地域医

療連携室 
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施策４-７ 社会保障制度の安定運営 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 本市における生活保護世帯数は、平成 23年度をピークに若干減少傾向となっていま

すが、その内訳を見てみると、近年、高齢者世帯と稼働年齢層世帯の割合が高くなっ

てきていることから、生活保護の運用においては、経済的・精神的自立の助長を図る

ため、経済的援助のほか、在宅対策・介護サービスなどを活用して支援の充実を図り、

日常的にきめ細かく適切な助言指導を行う必要があります。 

○ 国民健康保険は、加入者の健康の保持増進に大きく貢献し、国民皆保険制度の中核

として重要な役割を担っていますが、高齢化の進展や医療の高度化に伴い、加入者一

人当たりの総医療費は増加傾向にあります。一方、国民健康保険税は加入者の減少に

より増収を見込めず、国民健康保険の財政運営は大変厳しい状況になっています。こ

のため、健全な財政運営に努めながら制度を適切に運営していくとともに、国民健康

保険に対する市民の理解を得るための広報活動にも取り組む必要があります。また、

後期高齢医療制度についても、山形県後期高齢者医療広域連合と連携し制度の適正な

運営に努めるとともに、引き続き制度の周知を図る必要があります。 

○ 国民年金については、少子高齢化が進展する中にあって高齢者の生活基盤を支える

主要な社会保障制度であることから、市民の年金受給権の確保に向け広報活動や相談

業務に一層努めていく必要があります。 

 

図表 社会保障制度に係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

生活保護世帯数 569 690 762 747 720 

国民健康保険加
入者数 

20,935 20,561 20,540 20,017 19,435 

後期高齢者医療制
度加入者数 12,579 12,804 12,860 13,070 13,158 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 各種社会保険制度が適正に運営され、市民に公平な負担と給付がなされている

まちを目指します。 

 

低所得者福祉の充実を図るとともに、国民健康保険制度の適正な運営を推進します。

さらに、国民年金制度の周知を図り社会保障制度の適正な運営を促進します。 
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■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

4-7-1 低所得者福祉の充実 担当課：社会福祉課 

○ 生活保護に至る前の生活困窮者に対する相談支援事業を推進するとともに、生活保

護の被保護者については、制度の適正な実施に努めるとともに、就労による自立支

援を推進します。 
 

4-7-2 国民健康保険制度などの適正運営 担当課：国保年金課、健康課 

○ 制度の啓発活動とともに、被保険者の健康保持増進に向けた保健事業を推進します。 

○ 保険給付と負担の均衡を確保し健全な財政運営を推進します。 
 

4-7-3 国民年金制度の周知 担当課：国保年金課 

○ 国民年金制度の広報啓発活動を推進します。 
 

■主な事業  生活困窮者自立支援事業、特定健康診査・特定保健指導事業 

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を適正に納めましょう。 

・（市民）健康管理に心がけ、適切に医療機関を利用しましょう。 

・（事業者）従業員の医療保険加入に努めましょう。 
 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 国民健康保険税収納率 H25 92.07 93.57 国保年金課 

2 後期高齢者医療保険料収納率 H25 99.24 99.65 国保年金課 
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第５章 安全安心に暮らすまちづくり 

 

施策５-１ いざというときに備えるまちづくりの推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 地震や風水害等の自然災害、火災、交通事故、犯罪等から市民の生命と財産を守る

ためには、行政による対策を強化することはもとより、市民、地域、企業等が連携し

て対応するための取り組みも重要です。 

○ 本市では、今後、発生が懸念される「長井盆地西縁断層帯」を震源とした地震災害

をはじめ様々な災害に対応するため、減災を基本とした公共施設や家屋の耐震化等の災

害防止対策を推進し、災害に強い都市基盤の整備を行うほか、地域コミュニティの防

災力の向上や災害時の情報収集・伝達体制を整備するなど危機管理体制の強化を図る必

要があります。 

○ 置賜広域行政事務組合消防本部と連携し、消防施設の充実、消防力の強化を図ると

ともに、消防団の組織体制の活性化を図るほか、市民や民間事業所等への防火・救急

講習会を実施し、防火意識の高揚の促進を図り、予防消防の強化が必要です。 

 
図表 交通事故・災害発生件数に係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

火災発生件数 56 35 34 39 24 

交通事故発生件数 700 665 641 626 596 

資料：山形県警察本部 H25交通年鑑 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 市民が平常時から防災に強い関心と深い理解をもち、災害に強いまちを目指し

ます。 

 

減災を基本とした防災体制の強化を推進するとともに、消防力や消防団の充実とい

った消防体制の強化を図り、災害に強いまちを目指します。 



- 53 - 

 

 

 
■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

5-1-1 防災基盤の強化 
担当課：総務課、土木課、都市計画課、建築住宅課、 

下水道課、水道部、教育総務課 

○ 防災活動拠点となる公共施設やライフライン施設等の耐震化を図り都市基盤施設

の防災に配慮した整備を推進します。 
 

5-1-2 地域防災力の強化 担当課：総務課 

○ 自主防災組織の設立促進、災害時行動マニュアルや防災マップの作成、防災訓練や

研修等を実施して、日頃から災害時においても円滑に対応できる体制を整備します。 

○ 事業所や地域などにおける防災訓練等の実施による防災意識の啓発活動を推進し

ます。 

○ 消防団員の確保を図るほか、消防団活動に必要な設備等の整備を推進し、消防力の

強化を促進します。 
 

5-1-3 消防力の強化 担当課：総務課 

○ 置賜広域行政事務組合消防本部と連携して消火栓、防火貯水槽等の消防施設の充実

を図るとともに、火災等災害発生時の消防・救急救助に係る緊急要請体制を継続す

るほか、市民に対する初期消火訓練、応急手当講習会を引き続き実施します。 
 

■主な事業 消防団施設整備事業 非常備消防事業 公共施設の耐震化事業等 

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民・地域）自主防災組織の設立や活動の活発化に努めましょう。 

・（市民）応急手当講習会に参加するなど応急手当の知識を身につけましょう。 

・（市民）災害用食糧や非常用生活用品を備蓄しましょう。 

・（市民・地域・事業者）防災・防火訓練に積極的に参加しましょう。 
 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 防災拠点としての公共施設の耐震化率 H26 92% 100% 
総務課 

建築住宅課 

2 自主防災組織率 H27 58.9％ 65％ 総務課 

3 消防団員の充足率 H27 93.6％ 100％ 総務課 
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施策５-２ 普段から安全を心がけるまちづくりの推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 高齢化が急速に進む中において高齢者の関係する交通事故が増加傾向にあり、また、

昼夜の区別を意識しないライフスタイルの変化や経済活動に伴い、夜間の交通量が増

加するなど、道路交通の過密化が進んでいることから、歩道や道路照明等の交通安全

施設の整備を進めるなど安全な道路環境づくりを進める必要があります。また、年代

に応じた交通教育の推進など交通安全意識の高揚を図り、交通ルールの遵守意識の向

上に向けた取り組みも必要です。 

○ 本市を管轄する米沢警察署管内での刑法犯届出件数は減少傾向にあることから、引

き続き地域や関係機関との連携強化による防犯対策を推進し、犯罪の誘引となる深夜

徘徊等の青少年の不良行為を抑止し、より犯罪等の起こりにくい環境を整備する必要

があります。 

○ 社会経済構造の変化、技術革新、情報化の進展は、消費生活に様々な変化をもたら

し、利便性が増進する一方で、新たな手口による悪質な詐欺まがいの商法が後をたた

ず、本市においても消費生活相談に寄せられる苦情や相談内容も複雑化しています。

このため、行政や専門機関が連携し、相談体制をより充実させるとともに、消費者被

害の未然防止を図るため、消費に対する知識の普及に努め、自立した消費者を育成す

る必要もあります。 

 
図表 交通・防犯等に係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

交通事故件数 700 665 641 626 596 

消費生活相談件数 1,167 734 622 710 709 

資料（交通事故件数）：山形県警察本部 H25交通年鑑 
 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 交通事故や犯罪が起こりにくい環境が整備され、安全で安心して暮らせるまち

を目指します。 

 

市民一人ひとりの交通安全意識の高揚や環境整備など、交通安全対策の推進ととも

に、防犯対策や消費者行政の推進を図り、安全な環境づくりを推進します。 
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■■ 施策での取り組み■■ 
 

  
 

5-2-1 交通安全対策の推進 担当課：環境生活課、土木課 

○ 交差点、狭幅員及び見通しの悪い道路の改良を促進するとともに、道路照明灯やカ

ーブミラーなどの交通安全施設の整備を推進します。 

○ 交通安全関係団体と協力・連携して交通安全意識の啓発を図るとともに、交通指導

員の確保などにより交通安全指導体制を充実させます。 
 

5-2-2 防犯対策の推進 担当課：環境生活課、社会教育・体育課 

○ 地域ぐるみの自主防犯活動を支援するとともに、関係団体等との連携による街頭指

導や防犯教育の実施などにより、青少年の非行防止や青少年に対する犯罪防止を推

進します。 

○ 街路灯や防犯灯の設置を推進するほか、必要に応じて防犯カメラの設置を検討しま

す。 
 

5-2-3 消費者被害の防止と消費者教育の推進 担当課：環境生活課 

○ 消費生活センターの機能充実を図るとともに、関係機関との連携により相談及び情

報提供体制を強化します。 

○ 消費者に対する啓発活動及び消費者教育を推進します。 
 

■主な事業 交通安全施設整備事業 青少年補導センター活動事業 

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）交通ルールを遵守し、常に交通安全の意識を持ちましょう。 

・（市民・地域）地域一体となった巡回パトロールなどの自主防犯活動を実施しましょ

う。 

・（市民）悪徳商法にだまされないための正しい消費者知識を身に付けましょう。 

・（事業者）商品や契約内容に対する適切な表示や説明を行いましょう。 
 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 交通事故発生件数（人身） H26 569 410 環境生活課 

2 
街頭犯罪の発生件数 

（米沢警察署管内） 
H26 480 343 環境生活課 
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施策５-３ 冬期も安全安心に暮らせるまちづくりの推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 本市は、特別豪雪地帯に指定され、冬期間の日常生活や経済活動をする上で道路の

除排雪などの克雪対策は快適な生活環境を確保する上で必要不可欠なものとなってお

り、これまでもその充実に力を入れて取り組んできました。しかし、高齢化の進展や

ライフスタイルが多様化する中、自力で除雪することが困難な高齢者世帯や雪の重み

による倒壊のおそれがある空き家が増加していることから、さらに多様な雪対策が求

められています。 

○ このようなことから、雪に配慮した道路整備と状況に応じた効率的な除排雪体制を

推進するほか、地区の除排雪協力会の組織化の推進や、地域の助け合い、支え合いに

よる高齢者や障がい者世帯における雪下ろし、除排雪体制づくりの促進を図る必要が

あります。また、道路、住宅などにおける消融雪施設や地吹雪防止対策などの雪害防

止対策を充実させる必要があります。 

○ 雪は、冬期間の生活に不便を強いる面がある一方で、豊かな自然の恵みをもたらす

とともに、本市においては、上杉雪灯篭まつりに代表されるように、冬期間における

貴重な観光資源として活用されています。このように雪には有用な面もあることを理

解した上で、雪を地域資源として活用した産業や文化を振興する必要があります。 

 
図表 雪に係る推移 

 H22 H23 H24 H25 H26 

年度別累計降雪量 850㎝ 913㎝ 959㎝ 837㎝ 887㎝ 

年度別最大積雪深 126㎝ 145㎝ 172㎝ 110㎝ 166㎝ 

車道除雪延長 600.49㎞ 601.99㎞ 607.05㎞ 608.84㎞ 610.54㎞ 

歩道除雪延長 66.98 ㎞ 67.88 ㎞ 69.38 ㎞ 70.71 ㎞ 70.54 ㎞ 

除雪対策事業費決算額 821百万円 1,170 百万円 1,336 百万円 794百万円 1,308 百万円 

 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 冬でも快適な生活環境を確保できる雪に強いまちを目指します。 

 

冬期間の状況に応じた効率的な除排雪体制の確立を進めるとともに、道路や住宅な

どにおける消融雪施設などの充実や雪害防止の対策を推進し、雪に対する安全確保を

進めます。また、雪を利用した産業、文化の振興を図り、地域活性化を促進します。 
 

 
■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

5-3-1 総合的な雪対策 担当課：総合政策課  

○ 社会情勢に応じた総合的な雪対策総合計画を策定します。 
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5-3-2 効率的な除排雪体制の確立 
担当課：社会福祉課、高齢福祉課、 

土木課、都市計画課 

○ 除雪指定路線の状況に応じた効率的な除排雪を推進するため、除排雪業務委託の全

体的な見直しや除雪車運行管理システムの導入を検討するとともに、雪に配慮した

道路整備のあり方を検討します。 

○ 地域との協力により除排雪協力会の組織化を推進するとともに、高齢者・障がい者

世帯への雪下ろし等に対する支援を促進します。 
 

5-3-3 道路、住宅などにおける消融雪施設等の充実 担当課：土木課、建築住宅課 

○ 流雪溝の整備を推進するほか、自然エネルギー等を利用した自宅敷地、屋根等の融

雪システムの利用を推進します。 
 

5-3-4 雪害防止の充実 担当課：土木課 

○ 地吹雪が発生する箇所への防雪柵設置や山間部等におけるなだれ防止対策を推進

します。 
 

5-3-5 雪を利用した産業、観光の振興 担当課：総合政策課、観光課 

○ 上杉雪灯篭まつり等の雪を活用したまつりを継続させるとともに、雪国の魅力を伝

えるイベント等の開催により、冬期間の観光誘客を推進します。 

○ 雪氷熱エネルギーの利用を検討します。 
 

■主な事業 雪対策総合計画の策定 道路・歩道等の除排雪事業 上杉雪灯篭まつりの開催  

 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民・地域）除排雪協力会の役割を理解し、その組織化に積極的に協力しましょう。 

・（市民）道路等の除雪作業に協力し、交通の妨げとなる除雪行為はやめましょう。 

・（市民）雪を活用したまつりやイベントなどに積極的に参加しましょう。 

・（市民）地域の高齢者、障がい者世帯などの除排雪や雪下ろしの支援を行いましょう。 

・（事業者、大学）雪氷熱エネルギーの利用や雪国に必要な商品・技術の開発研究を推

進しましょう。 
 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 除排雪協力会の組織数 H26 451 480 土木課 

2 雪灯篭まつり観光客入込数 H26 158,500 人 170,000 人 観光課 
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第６章 持続可能なまちづくり(協働・行政経営) 

施策６－１ ともに協力し合い、行動するまちづくりの推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 本市では、パブリックコメント制度や各種審議会等の委員の一定割合を公募により

選考する制度を定着させ、市民がまちづくりに参画・参加できる体制づくりを行って

きました。今後も、様々な分野で市民の参加を促進するとともに、身近な地域課題を

解決するための市民を主体とした地域運営の仕組みづくりを進め、市民が積極的にま

ちづくりに参加して未来を切り拓くという意識を醸成する必要があります。 

○ 一方、近年の地域の状況は、核家族化の進行、生活意識やライフスタイルの多様化

によって、地域社会の連帯意識が希薄化し、市街地では自治活動への参加意欲が低下

しているほか、周辺部ではコミュニティ活動の担い手の高年齢化や固定化などにより

地域での活動に支障をきたしています。今後は、身近な問題をお互いの助け合いで解

決しょう。とする自治意識と地域の連帯感の高揚を図り、自治組織の活性化を促し、

市民一人一人が自ら担い手となって地域づくりに取り組んでいくことが求められます。 

○ 今後は、地域での防災・防犯、青少年活動等を支えるＮＰＯやボランティア、市民

同士の交流など、人と人とのつながりやそこで生まれる活動を支援するとともに、地

域活動の拠点となるコミュニティセンター施設の適正な維持管理と計画的な改修を推

進する必要があります。また、行政に関する情報を、広報よねざわをはじめ、インタ

ーネット等様々な手段でわかりやすく公表し、市民に行政への関心を高めてもらう必

要があります。 

 
図表 協働に係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

審議会等の公募
人員の割合 

     

市内 NPO 法人数 43 団体 49 団体 50 団体 56 団体 57 団体 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 市民自らが地域の課題解決に向けて積極的に取り組む協働のまちを目指します。 

 
 

市民と行政が一体となってまちづくりを行うための体制を整備するとともに、行政

情報提供の充実を図ります。また、地域住民が主体となった地域づくりを支援し、活

動拠点となるコミュニティセンター施設の適正な維持管理と計画的な改修を推進しま

す。 
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■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

6-1-1 市民と行政が一体となったまちづくり推進体制

の整備 

担当課：総務課、総合政策課、 
秘書広報課、 
社会教育・体育課 

○ パブリックコメント制度や審議会等における委員公募制度、協働提案制度を推進し、

様々な場面で市民がまちづくりに参加できる体制づくりの整備を図るとともに、市

民からの提言や提案が市政に反映される仕組みづくりを整備します。 

○ まちづくり人財養成講座等の事業を展開し、市民のまちづくりプランを具現化しや

すい環境整備を図るとともに、まちづくりに参加するＮＰＯ団体等の育成を促進し

ます。 
 

6-1-2 地域コミュニティの活性化 
担当課：総合政策課、 

社会教育・体育課 

○ 町内会等の自治組織の活性化を促進するとともに、自治意識を高める啓発活動を推

進します。また地域づくり活動の中核となる人材育成を支援します。 

○ 地区の特色を活かしたコミュニティビジネスの創出等の地域づくりを多角的に支

援します。 
 

6-1-3 行政情報提供の充実 
担当課：総務課、総合政策課、秘書広報課 
    社会教育・体育課 

○ 行政情報を分かりやすく公開するとともに、インターネットを活用するなど、行政

情報の提供手段の拡充を推進します。 

○ 市政に関する理解度を高めてもらうため、まちづくり出前講座等を充実させます。 
 

6-1-4 コミュニティ活動の拠点整備 担当課：社会教育・体育課 

○ コミュニティセンター等施設の耐震化、老朽化施設の整備を計画的に推進します。 
 

■主な事業 コミュニティセンター等施設耐震化事業 おしょうしな地域おこし協力隊設置事 
業、広報広聴事業 

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）地域づくり活動に積極的に参加しましょう。 

・（事業者）地域社会の一員として地域の活動に取り組みましょう。 

 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 審議会等の公募人員の割合 H24 １８％  総務課 

2 市ホームページへの閲覧件数 H26 4,482,622 4,620,000 総合政策課 
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施策６-２ 男女共同参画の推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 男女共同参画社会を形成していくためには、性別にとらわれずに一人ひとりが個性

と能力を十分に発揮できる社会にしていかなければなりません。しかし、性別による

固定的役割分担意識は、依然として家庭・地域・職場等に残っているのが現状です。 

○ 男女共同参画社会の形成を住民一人ひとりが自らの問題として捉え、身近なところ

から意識改革に取り組む必要があります。本市においては、男女共同参画社会の実現

に向け、米沢市男女共同参画基本計画を策定し、様々な施策を展開してきました。 

○ 今後、多様化する地域課題を共有し、暮らしやすく活力あふれる地域社会を形成し

ていくためには、女性自身の参画意識を高揚させるとともに、女性の能力を十分に活

かし、男女が社会の対等な構成員として共に責任を担い、あらゆる分野に参画できる

環境の整備を進めることが重要です。 

○ また、男女が共に意欲的にいきいきと働き続けられる環境を整備するとともに、あ

らゆる業種で仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の取り組みが促進され

るよう意識し、誰もが充実した生活を過ごすことができる社会の実現を図ることが求

められています。 

 
 

図表 男女共同に係る推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

審議会等女性の
登用割合 

24.4 25.2 25.9 27.4 26.6 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 男女がお互いを尊重し、支え合う男女共同参画の意識や考え方が市民や社会に

浸透しているまちを目指します。 

 

男女共同参画社会へ向けた市民意識高揚への取り組みを推進します。さらに、男女

が等しく活躍できるよう女性の権利を擁護します。 
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■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

6-2-1 女性の参画機会の確保 担当課：総合政策課、こども課、商工課 

○ 女性の就労機会の拡大に向けた取り組みや各種審議会等への積極的な参画を進め

ることなどにより、様々な分野における参画機会の拡大に向けた環境を整備します。 

○ 子育て支援の充実などにより仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を促

進します。 
 

6-2-2 男女共同参画意識形成の推進 担当課：総合政策課 

○ 男女共同参画を進める団体やグループの活動を支援するほか、家庭、学校、地域に

おける男女平等観に立った教育を充実させるための学習機会の拡大を推進します。 

○ 男女の役割分担意識を改革するため、研修会等の啓発事業やホームページ等の活用

による情報提供を充実させます。 
 

6-2-3 女性の権利擁護 担当課：総合政策課、健康課 

○ ドメスティックバイオレンスやセクシャルハラスメントなどの防止を推進し、女性

の人権を守るとともに個性と能力を十分に発揮できる環境づくりを推進します。 

○ 女性の健康を支援するための相談機能を充実させます。 
 

■主な事業  男女共同参画社会づくり事業、ドメスティックバイオレンス防止の推進 

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）性別に関係なく、地域活動や家事・育児等を分担して行いましょう。 

・（市民・事業者）仕事と生活の調和を推進しましょう。 

・（事業者）性別に関係のない就労機会を確保しましょう。 
 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 審議会・委員会の女性登用率 H25 26.6％ 30％ 総合政策課 
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施策６-３ 健全な行政経営の推進 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 市民の生活意識や生活様式が多様化するとともに、地方分権が進展する中で、行政

需要もますます多様化、高度化し、事務量も飛躍的に増大しています。 

○ 国の財政は、歳出が税収等を大きく上回る状態が恒常的に継続していることから多

額の長期債務残高を抱え、将来世代に大きな負担を残すこととなっているほか、地方

財政全体においても少子高齢化の進展による社会保障費の自然増、さらには依然とし

て高い水準で推移する公債費などに対処するため、地方公共団体にあっては既存の経

費をさらに圧縮する必要があります。 

○ 本市の財政は、市税の減少や扶助費（社会保障費）の増加などから財政の硬直化が

進んでおり、経常収支比率は 90％台に高止まりしています。今後も人口減少や高齢化

の進展により市税の減少傾向や扶助費の増加傾向が続くとともに、高度経済成長期に

整備された公共施設の老朽化への対応が必要になると見込まれ、さらに厳しい財政状

況が続くものと予想されます。 

○ 今後は、多様化する市民ニーズに対応し、質の高い行政サービスを提供するため、

安定的な財源の確保を図るとともに、費用対効果を検討しながらさらなる経費の節

減・効率化、公共施設の適正配置等を進め、市民に信頼される健全な行政経営を行う

ことが必要とされています。また、職員の能力向上や機能的な行政組織機構の整備な

どの体制を強化していくことが必要です。 

  
図表 財政状況の推移 

 H21 H22 H23 H24 H25 

普通会計歳入決算額 346億円 365億円 366億円 356億円 373億円 

うち市税 109億円 104億円 111億円 107億円 106億円 

普通会計歳出決算額 332億円 351億円 355億円 344億円 363億円 

うち扶助費 50 億円 64 億円 67 億円 68 億円 68 億円 

経常収支比率 95.9％ 94.1％ 92.4％ 94.9％ 95.3％ 

実質公債費比率 16.8％ 15.4％ 14.4％ 13.7％ 13.0％ 

 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 健全な行政経営のもと、市民が求める質の高い行政サービスを持続的に提供す

ることを目指します。 

 

質の高い行政サービスが提供されるとともに、健全な行政経営を推進します。また、

機能的な組織管理体制を構築し、職員の能力向上を図ります。 
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■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

6-3-1 財政健全化の推進 
担当課：財政課、納税課、総合政策課、国保年金

課 

○ 自主財源の確保を図るため、市税の収納率向上や適正な受益者負担の確保などに加

え、広告収入の拡充、ふるさと納税制度の有効活用を推進します。 

○ 更新コストや維持管理コストの低減を図るため、統廃合も含めた公共施設の適正規

模、適正配置を検討します。 

○ 公共施設等を計画的に維持管理するほか、引き続き、ＰＦＩ・指定管理者制度など

の民間活力の導入、事務事業の効率化等により行政コストの縮減を推進します。 
 

6-3-2 質の高い行政サービスの提供 
担当課：総務課、総合政策課、市

民課、議会事務局 

○ 市民が必要とする行政サービスを利用しやすいようにするため、関連業務の窓口サ

ービスの総合化や電子申請など行政事務手続の簡素化等を推進するとともに、広報、

ホームページに加え、ソーシャル・ネットワーキング・サービスを積極的に活用し、

市政に関する情報をわかりやすく公開します。 
 

6-3-3 組織機構の改革と職員の能力向上 担当課：総務課 

○ 市民ニーズに柔軟に対応できる機能的な組織管理体制を構築するとともに、適正な

職員数を維持します。 

○ 市職員の能力向上に寄与する研修などの活動を充実させます。 
 

■主な事業 公共施設等総合管理計画の策定、ふるさと納税事業 

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）行政経営について関心を持つようにしましょう。 

 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 ふるさと納税の納税額 H25 671 万円 ４億円 総合政策課 

2 経常収支比率 H25 95.3％ 90％以下 財政課 
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施策６-４ 他自治体との広域連携強化 

 
■■ 現状と課題 ■■ 

 

  

○ 交通・情報通信手段の発達に伴い、市民の生活圏や企業の経済活動は自治体の行政

区域を越えて広域化しています。こうした状況を踏まえ、自治体運営に当たっては、

広域的な視点に立って関係自治体等と連携してまちづくりを推進していくことが必要

です。 

○ 本市では、現在、置賜の他市町と共同でごみ処理事業や消防事業などの広域行政を

推進しています。今後も、複雑化・多様化する地域課題や社会ニーズに対応するため

に、置賜地域内の連携機能を活かしながら、さらなる行政サービスの効率化や置賜地

域全体の魅力の創出と情報発信などに取り組むことが求められています。また、近隣

の圏域とも連携しながら、災害時の相互支援や相互連携のあり方など幅広い分野につ

いても検討を行う必要があります。さらに、全国の市町村との連携を図り、共通する

行政課題を解決するための活動を推進することが必要です。 

 
 

図表  

 H21 H22 H23 H24 H25 

置広共同処理事業数 8 件 8 件 8 件 9 件 9 件 

 
 

 
■■ 施策の目指す姿 ■■ 

 

  

○ 置賜地域等の近隣自治体と地域課題や社会ニーズに対応できる、ともに発展す

るための幅広い連携体制が形成されたまちを目指します。 

 

置賜地域内や近隣圏域、全国自治体との連携を推進し、ともに発展するまちづくりを目

指します。 
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■■ 施策での取り組み■■ 

 

  
 

6-4-1 置賜地域内の連携の推進 
担当課：総務課、総合政策課, 

環境生活課 

○ 現在実施している共同事務事業の効率化を推進します。また、置賜３市５町で構成

する置賜総合開発協議会などと連携した広域的事業を推進します。 
 

6-4-2 自治体との広域的な連携の推進 
担当課：総務課、総合政策課、

観光課 

○ 村山、福島、会津圏域などの近隣圏域と連携した広域的事業を推進します。 

○ 他地域との災害時の相互応援協定締結の拡充を推進します。 

○ 全国の市町村との連携を深め、共通する行政課題を持つ市町村との情報交換を推進

するとともに、共同して制度改正などを国に要請します。 
 

■主な事業   共同処理事業の適正運営 災害時の相互応援協定締結の拡充 

 
 

 
■■ 市民・地域・事業者に期待する役割 ■■ 

 

  
 

・（市民）ごみ処理事業や消防事業の広域化事業を理解しましょう。 

・（地域）置賜地域の取り組みやイベントに積極的に参加しましょう。 

 

 
■■ 目指す目標値（活動指標・成果指標） ■■ 

 

  

No 成果指標名 
現状値
の年度 

現状値 
前期目標値 

(H32) 
担当課 

1 
置賜総合開発協議会などと連携した広

域的事業件数 
H26 1 件 2 件 総合政策課 

 
 
 


